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平成２７年第３回京丹波町議会定例会（第１号） 

 

                            平成２７年 ９月 ２日（水） 

                            開会  午前 ９時００分 

１ 議事日程 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 会期の決定 

             自 平成２７年 ９月 ２日 

                          ２７日間 

             至 平成２７年 ９月２８日  

  第 ３ 諸般の報告 

  第 ４ 行政報告 

  第 ５ 請願の委員会付託 

  第 ６ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

             京丹波町介護療養型老人保健施設条例の一部を改正 

             する条例の制定について 

  第 ７ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第 ８ 議案第６８号 京丹波町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

  第 ９ 議案第６９号 京丹波町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１０ 議案第７０号 京丹波町立幼稚園利用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定 

             について 

  第１１ 議案第７１号 新町まちづくり計画（市町村建設計画）の変更について 

  第１２ 議案第７２号 平成２７年度京丹波町一般会計補正予算（第３号） 

  第１３ 議案第７３号 平成２７年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

             号） 

  第１４ 議案第７４号 平成２７年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号） 

  第１５ 議案第７５号 平成２７年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  第１６ 議案第７６号 平成２７年度京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  第１７ 議案第７７号 平成２７年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  第１８ 議案第７８号 平成２７年度京丹波町高原財産区特別会計補正予算（第１号） 
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  第１９ 議案第７９号 平成２７年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計補正予算（第１号） 

  第２０ 議案第８０号 平成２７年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第１号） 

  第２１ 認定第 １号 平成２６年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  第２２ 認定第 ２号 平成２６年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第２３ 認定第 ３号 平成２６年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

  第２４ 認定第 ４号 平成２６年度京丹波町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

  第２５ 認定第 ５号 平成２６年度京丹波町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

  第２６ 認定第 ６号 平成２６年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２７ 認定第 ７号 平成２６年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

  第２８ 認定第 ８号 平成２６年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第２９ 認定第 ９号 平成２６年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第３０ 認定第１０号 平成２６年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第３１ 認定第１１号 平成２６年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第３２ 認定第１２号 平成２６年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第３３ 認定第１３号 平成２６年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第３４ 認定第１４号 平成２６年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

  第３５ 認定第１５号 平成２６年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 
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  第３６ 認定第１６号 平成２６年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定について 

  第３７ 報告第 ３号 健全化判断比率について 

  第３８ 報告第 ４号 資金不足比率について 

  第３９ 報告第 ５号 グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況について 

  第４０ 報告第 ６号 株式会社丹波情報センターに関する経営状況について 

  第４１ 報告第 ７号 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会に関する経営状況 

             について 

  第４２ 報告第 ８号 公益財団法人丹波ふるさと振興公社に関する経営状況について 

  第４３ 報告第 ９号 公益財団法人瑞穂農業公社に関する経営状況について 

  第４４ 報告第１０号 一般財団法人和知ふるさと振興センターに関する経営状況につい 

             て 

 

２ 議会に付議した案件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１６名） 

   １番  森 田 幸 子 君 

   ２番  松 村 篤 郎 君 

   ３番  原 田 寿賀美 君 

   ４番  梅 原 好 範 君 

   ５番  山 下 靖 夫 君 

   ６番  坂 本 美智代 君 

   ７番  岩 田 恵 一 君 

   ８番  北 尾   潤 君 

   ９番  鈴 木 利 明 君 

  １０番  篠 塚 信太郎 君 

  １１番  東   まさ子 君 

  １２番  山 﨑 裕 二 君 

  １３番  村 山 良 夫 君 

  １４番  山 田   均 君 

  １５番  山 内 武 夫 君 
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  １６番  野 口 久 之 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２２名） 

  町 長     寺 尾 豊 爾 君 

  副 町 長     畠 中 源 一 君 

  参 事     伴 田 邦 雄 君 

  参 事     山 田 洋 之 君 

  総 務 課 長     中 尾 達 也 君 

  監 理 課 長     木 南 哲 也 君 

  企 画 政 策 課 長     久 木 寿 一 君 

  税 務 課 長     松 山 征 義 君 

  住 民 課 長     長 澤   誠 君 

  保 健 福 祉 課 長     下伊豆 かおり 君 

  子育て支援課長     津 田 知 美 君 

  医 療 政 策 課 長     藤 田 正 則 君 

  農 林 振 興 課 長     栗 林 英 治 君 

  商 工 観 光 課 長     山 森 英 二 君 

  土 木 建 築 課 長     十 倉 隆 英 君 

  水 道 課 長     山 内 和 浩 君 

  会 計 管 理 者     谷 口   誠 君 

  瑞 穂 支 所 長     川 嶌 勇 人 君 

  和 知 支 所 長     榎 川   諭 君 

  教 育 長     朝 子 照 夫 君 

  教 育 次 長     中 尾 裕 之 君 

  代 表 監 査 委 員     小 畑 圭 一 君 

 

６ 出席事務局職員（２名） 

  議 会 事 務 局 長     堂 本 光 浩 

  書 記     山 口 知 哉 
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開会 午前 ９時００分 

○議長（野口久之君） それでは、皆さん、おはようございます。本日は参集いただき、大変

ご苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより平成２７年第３回京丹波町議会定例会を開会いた

します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（野口久之君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１４番議員・山田 均君、１５番

議員・山内武夫君を指名します。 

 

《日程第２、会期の決定》 

○議長（野口久之君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  今期定例会の会期は、本日から２８日までの２７日間としたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から９月２８日までの２７日間と決しました。 

  会期中の予定については、事前に配付の会期日程表のとおりであります。 

 

《日程第３、諸般の報告》 

○議長（野口久之君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  本定例会に町長から提出されています案件は、承認第４号ほか２９件です。ほかに諮問、

報告があります。 

  提案説明のため、寺尾町長ほか関係者の出席を求めました。 

  小畑代表監査委員から、本日の午後の会議を欠席する旨の申し出があり受理しましたので、

報告をします。 

  去る７月２７日に、京都府町村議会議長会主催による、全議員研修会が開催され、議員の
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皆さんに研修いただきました。 

  また８月２５日には、京都府市町村議会広報研修会が開催され、議会広報特別委員会の皆

さんに研修いただきました。 

  ８月２８日に議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。 

  本定例会までに受理した陳情書等を議員のお手元に配付しております。 

  また、京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付し

ております。 

  本日の会議に、京丹波町ケーブルテレビの撮影・収録を許可しましたので、報告します。 

  本日、本会議終了後、議会広報特別委員会が開催されます。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

《日程第４、行政報告》 

○議長（野口久之君） 日程第４、行政報告を行います。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） おはようございます。 

  本日ここに、平成２７年第３回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各

位におかれましては、公私何かとご多用の中ご参集いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

  また、日頃、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、ご協力をいただいておりますこ

とに、厚く御礼を申し上げます。 

  今期定例会は、平成２６年度決算を上程させていただくこととなりました。多くの要望に

こたえるべく、積極的な予算措置を講じてまいったところであり、安心して生活いただける

環境が、少しずつではありますが整いつつあると実感しております。これも議員各位並びに

町民の皆さんの深いご理解とご協力によるものと、深く厚く感謝申し上げます。 

  本年は早くから台風が発生しまして、たびたび本町に接近するなど、気を抜けない状況が

続いております。幸いにして今日まで大きな被害もなく推移しておりますこと、まず、安堵

するとともに穏やかな秋が迎えられますことを望んでおります。 

  さて、本年７月１２日には、事業着手から４年をかけて整備を行ってまいりました道の駅

「京丹波 味夢の里」が完成し、町内外から多くのご来賓をお招きして盛大に完成式典をと

り行うことができました。ご来賓の皆さんからは、お祝いの言葉とともに、励ましの言葉を

頂戴しまして、この施設を建設したことが正しい選択であったということを改めて認識もい
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たしました。 

  また７月１８日には、待ち望んでおりました京都縦貫自動車道が全線開通いたしました。

残念ながら当日は気象条件から式典こそ開催できませんでしたけれど、午後２時の開通に合

わせましてグランドオープンとなりました、道の駅「京丹波 味夢の里」で来場されるお客

様をお迎えさせていただきました。「京丹波 味夢の里」のオープン以来、連日、大変多く

のお客さんにお越しいただいて感謝しているところでございます。この施設が本町の情報発

信拠点として機能し、本町に多くの方が訪れ、自然を感じ、食、文化を満喫し、住民との交

流がさらに図れるよう頑張ってまいります。 

  また、既存の三つの道の駅におきましても、京都縦貫自動車道の全線開通の影響が心配さ

れるところであり、しっかりと連携を取りながら進めてまいりたいと考えておりますので、

議員各位におかれましても、ご協力いただきますようにお願い申し上げます。 

  次に京丹波町合併１０周年記念式典についてでありますが、１０月１１日の午前９時３０

分から、和知ふれあいセンターアリーナにおきまして、記念式典を開催いたします。第１部

の式典では、京都府知事様をはじめ近隣市町からご来賓をお迎えし、合併１０周年をお祝い

していただくとともに、今日まで本町の発展に寄与いただきました方々を表彰し、感謝を申

し上げたいと思います。また、引き続き第２部におきましては、この町から世界に羽ばたい

ていただきたい若い力を紹介し、一人は町内在住のピアニストによる演奏を、また町内の子

どもたちの元気な歌声を届けていただく予定をしておりますので、ぜひ会場にお越しいただ

きたいと思っております。 

  次に本年度の主要事業の執行状況についてご報告申し上げます。 

  初めに、本年第１回議会定例会におきまして補正予算としてお認めいただきました、国の

経済対策に係ります各事業につきましては、順次、事業に着手しているところでございます

が、地域消費喚起・生活支援策として先行して取り組みましたスーパープレミアム商品券発

行事業では、販売開始から数時間で完売するなど、高い人気で事業効果があったものと思っ

ておりますが、全ての購入希望者に行き渡らないなどの課題が見つかっております。第２弾

となります次の発売に向けましては、その方法等を改善してまいります。また、まち・ひ

と・しごと創生の取り組みにつきましては、現在、京丹波町総合計画審議会の全体会や各部

会において熱心に議論いただいているところであります。間もなく京丹波町創生戦略の中間

案についてパブリックコメントを実施することといたしております。 

  次に、社会保障・税番号制度についてでありますが、政府が導入する、より公平な社会保

障制度の基盤となるものであり、個人番号カードは本制度において重要な役割を担うもので
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あります。本年１０月５日から随時、付番通知され、平成２８年１月から運用が開始されま

す。既に広報紙や小冊子をお配りし、お知らせしているところでございますが、この制度が

住民の皆さんにご理解いただけるよう、しっかりと対応してまいります。 

  次に、本年１０月からコンビニ収納を始めることとなりました。これまで役場窓口や金融

機関等でしか納付できなかった町税や一部の料金等について、利便性を高めるため、全国ど

こでも２４時間納付できるコンビニ納付をご利用いただけることとなります。年度途中とい

うこともありまして、利用いただける納付書に制約がありますが、活用いただきたいと思っ

ております。 

  次に、今年度も引き続き実施しました町長と語るつどいの開催状況でありますが、例年よ

り早く開催し、全ての日程を終了したところでございます。各会場におきましては、多くの

住民の皆様にご参加いただき貴重なご意見、ご提言を頂戴しておりまして、今後の町政運営

に生かしてまいりたいと考えております。 

  町営バスの運行につきましては、新たに道の駅「京丹波 味夢の里」バス停を設置し、乗

り入れを開始したところであり、地域住民のさらなる利便性の向上に努めてまいります。 

  また、須知高校生への通学助成として、本年度は現在までに２５名の方に助成金を交付し

ております。町内唯一の高校として、引き続き支援を行ってまいります。 

  次に、丹波広域基幹林道についてでありますが、京都府中部の林業生産基盤を充実させ、

森林の適正な管理や木材生産による林業振興や地域振興を図ることを目的として、昭和６０

年度から工事が始まり、平成２５年１２月に全線が開通いたしました。今般、当林道沿線の

森林整備や木材生産の拡大、当林道の多様な利用推進及び適切な管理を図ることを目的とし

て、丹波広域基幹林道推進協議会が設立されたところでございます。木材などの林産物の安

定供給、水源の涵養、災害の防止、地球温暖化防止への貢献、森林レクリエーションなど、

府民や消費者の多様なニーズに対応し、木材の循環利用を通じた健全で多様な森林を育成す

るための取り組みを推進してまいります。 

  次に、一大イベントであります、京丹波 食の祭典２０１５は、１０月２５日に丹波自然

運動公園と須知高校をメイン会場として計画しております。年々来場者も増え、ますます注

目度が高まっております。本年も本町の豊かな食を味わい、堪能いただけるイベントとして

開催したいと考えております。 

  次に、住宅改修の推進におきましては、住宅の耐久性の向上や、環境に配慮した改修に対

して補助金を交付しているところであり、今年度は地域消費喚起・生活支援策として交付金

を活用して取り組んでおります。７月末現在で申請件数が５４件、補助金にして３２７万円
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を交付しております。 

  次に、７月３１日から８月５日にかけまして、グリーンランドみずほホッケー場をメイン

会場として、全国高等学校総合体育大会ホッケー競技大会が開催されました。この大会に出

場しました須知高校女子チームは篠山会場での２回戦で見事に勝利し、改修され新しくなっ

た地元グリーンランドみずほホッケー場で準々決勝に臨み、多くの地元住民からの熱い声援

を受け健闘しましたが、惜しくも敗退しました。本大会出場に向け、厳しい練習に耐えてこ

られた経験は、必ずこれからの糧となるものと思っております。 

  また、この大会のために早くから準備をいただき、万全の状態で大会の運営を行っていた

だきました関係者の皆さんに厚く感謝を申し上げるものであります。 

  同じくホッケー競技では、８月１５日から１７日にかけまして新潟県において開催されま

した第４５回全日本中学生ホッケー選手権大会に出場しました蒲生野中学校男子は健闘も及

ばず、惜しくも予選リーグで敗退となりました。少ない部員数の中で強いチームワークを発

揮し、近畿地区予選を突破して全国大会で戦った姿は、京丹波町民に元気を与えてくれたも

のと感謝するとともに、生徒たちがこれからも活躍してくれることを願うものであります。 

  以上、行政報告とします。 

○議長（野口久之君） 以上で行政報告を終わります。 

 

《日程第５、請願の委員会付託》 

○議長（野口久之君） 日程第５、請願の委員会付託を行います。 

  本日までに受理した請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり、福祉厚生常任委員会に

付託しましたので、報告いたします。 

 

《日程第６、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて、京丹波町介護療養型老人保

健施設条例の一部を改正する条例の制定について》 

○議長（野口久之君） 日程第６、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて、京丹

波町介護療養型老人保健施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要

を説明させていただきます。 

  初めに承認第４号 専決処分の承認を求めることについてでありますが、京丹波町介護療
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養型老人保健施設条例の一部を改正する条例の専決処分を行ったところであり、議会の承認

を求めるものでございます。 

  介護保険法の改正に伴い、居宅介護サービス等の介護給付を受けた場合の利用者負担割合

が、１割から２割に引き上げられるもので、実施時期が本年８月１日からとなっておりまし

たので、専決処分を行ったものであります。 

  ご理解賜りまして、ご承認いただきますように、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 補足説明を担当課長から求めます。 

  藤田医療政策課長。 

○医療政策課長（藤田正則君） おはようございます。 

  それでは、ただいま承認第４号 京丹波町介護療養型老人保健施設条例の一部を改正する

条例の専決処分につきまして、補足説明を申し上げます。 

  この条例改正につきましては、ただいま町長のほうからもございましたように、介護保険

法の一部が平成２７年４月１日から改正され、施行されたことに伴いまして、平成２７年８

月１日から６５歳以上の一定の所得を有する要介護被保険者または要介護支援被保険者に対

しまして、利用負担額におき、１割から２割負担に引き上げられたことに伴いまして、本町

の介護療養型老人保健施設条例の一部を改正する条例の専決処分を行ったものでございます。 

  今回の改正内容は、平成２７年８月から、一定以上の所得者の要介護被保険者等が居宅介

護サービス等の介護給付を受けた場合の利用者負担額が、１割から２割に引き上げられたこ

とに伴いまして、京丹波町介護療養型老人保健施設条例において、第６条の第１項に、１割

の額とするということが明記されていたものを、介護保険法施行規則第２８条の２第１項に、

規定する負担額割合証に記載された負担割合にすることとしたものでございます。 

  具体的には、新旧の対照表によりましてご説明をさせていただきますので、３枚目の横長

の表をごらんいただきますようお願いします。 

  まず、京丹波町介護療養型老人保健施設条例、第６条の利用料等について定めたもので、

旧側の右側部分の、最下段部分の、その１割の額とするとしたものを、左側の新しい側の下

段のとおり、法施行規則第２８条の２第１項に基づき、交付された負担割合証に記載の負担

割合とするに、改めるものでございます。 

  介護保険法施行規則第２８条の２の第１項とは、同法で定める市町村が発行する、要介護

被保険者、または要介護支援被保険者に対し、介護認定を受けた利用者の利用者負担割合を

記載した証が有効期限を定めて交付されることを述べたものでございます。 

  その負担割合証に基づき利用料を徴収することにするものでございます。なお、老健施設
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のほうでは、８月の長期入所者では、３人が該当されておられます。 

  以上、簡単ではございますが、京丹波町介護療養型老人保健施設条例の一部を改正する条

例の専決処分の内容につきまして、補足説明とさせていただきます。 

  ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君） 以上、説明のとおりであります。 

  これより、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて、京丹波町介護療養型老人

保健施設条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を行います。 

  坂本君。 

○６番（坂本美智代君） 今、説明がありましたように、一定以上の所得がある方に対しての

２割の負担ということでありますが、今、人数的には３人の方が対象ということでありまし

た。 

  月額でしたらどのぐらいの負担増になるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（野口久之君） 藤田医療政策課長。 

○医療政策課長（藤田正則君） ただいまのご照会でございますが、要介護度によって負担割

合が若干違いますので、今回、入っておられる３人の方が、要介護度３、４、５と３人、さ

まざまでございます。その方々の負担割合が平均のところでございますけど、約三万五、六

千円上がるというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（野口久之君） 東君。 

○１１番（東まさ子君） この介護療養型老人保健施設におきましては、３人ということであ

りましたが、この条例の中にもありましたように負担割合証にということでありますが、町

全体では負担割合証に２割と認定された方は、何人ほどおられたのか。 

  また、単身者、あるいはまた夫婦でありましたら、どのくらいの所得の方から、この２割

になるのか、合わせてお聞きをいたします。 

○議長（野口久之君） 下伊豆保健福祉課長。 

○保健福祉課長（下伊豆かおり君） ８月末現在で、２割の負担割合証を交付させていただい

ているのは３６名でございます。また、２割負担になられる方の所得状況でございますけれ

ども、大変申しわけございません。今ちょっと手元に、その詳細な資料を持ち合わせており

ませんので、ご了承いただきたいと存じます。 

○議長（野口久之君） 山田君。 

○１４番（山田 均君） 私もお尋ねしときたいんですけども、今回、条例の中にあります負
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担割合の関係なんですけども、１割が２割ということなんですけども、上限とかいうものは

あるのかどうか。今、町の老健では、月にすると平均３万５，０００円から３万６，０００

円上がるということで、非常に月という金額でみるとですね、年間にしますと４０万円近い

金を払わんなんということになりますと、非常に大きな負担だなと思うんですけども、そう

いう上限というのは負担割合の関係で、金額的にあるのかどうか、お尋ねしておきます。 

○議長（野口久之君） 下伊豆保健福祉課長。 

○保健福祉課長（下伊豆かおり君） 介護保険サービスにかかります、高額介護サービス費の

支給というのがございまして、所得状況、それぞれの方の世帯等の状況に応じて、限度額が

設けられております。 

  また、居室料とか食事代にかかります限度額負担証につきましても、それぞれの方の所得

に応じて限度額が設定されることになっておりますので、それを超えた分につきましては、

保険給付の対象となっております。 

○議長（野口久之君） 山田君。 

○１４番（山田 均君） 一応、上限といいますか、限度額があるということなんですけども、

それぞれの所得によって、なかなか金額というのは難しい問題があるんですけども、大体、

今の京丹波の方によりますと、限度額までいくということになると、どれぐらいの負担が増

えるということになるのか、お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（野口久之君） 下伊豆保健福祉課長。 

○保健福祉課長（下伊豆かおり君） 高額介護の対象となられます所得階層にもよるんですけ

れども、一番多い方で、４万４，４００円が限度額となっております。 

○議長（野口久之君） 東君。 

○１１番（東まさ子君） ２割負担になる、その所得水準というのは、ちょっと資料を持って

ないということでありましたが、単身者でありましたら、月２８万円ですか、だというふう

に思っております。夫婦でしたら、３４万いかほどかだったと思うんですが、片一方の方が

２割負担になり、片方のその方が在宅で生活をしているとしたならば、本当にその２割負担

になることによって、生活が著しく困難になるというふうな、そういうことになる金額だと

思うんですね。３４万いかほどだったと思うんですが。 

  それで国の法律の下で決まったことであり、町の裁量権というのは限られたものになるか

もわかりませんけれども、やはり、ちゃんとした憲法に保障された、そういう生活ができる

ような、するために、やっぱり地方自治体というのは考えていかなくてはいけないんではな

いかなというふうに思っております。 
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  そういうきめ細かな生活実態をちゃんと把握して、介護保険もやっていこうとされている

のかどうか、その点をお聞きしておきたいと思います。 

○議長（野口久之君） 下伊豆保健福祉課長。 

○保健福祉課長（下伊豆かおり君） 今回の２割負担といいますか、負担割合証につきまして

は、現在認定を受けていただいている方全員にお配りしております。個々のお尋ね等は、現

在のところ余りございませんけれども、ご照会等いただきましたときには、十分、ご理解い

ただけるように丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（野口久之君） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

  坂本君。 

○６番（坂本美智代君） ただいま提案をされております、承認第４号 専決処分の承認を求

めることについて、京丹波町介護療養型老人保健施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、反対の立場で討論いたします。 

  ４月の介護保険制度の改悪で、利用者の負担がどんどん増えております。その一つが専決

処分の承認であります介護サービスの負担増であります。 

  これまで１割だった負担を、一定所得以上の人を２割に引き上げるものです。既に８月か

ら適用され、利用者の方の中には、手元に介護保険負担割合証が届き、びっくりと同時にサ

ービス抑制につながるとして、批判と不安の声が上がっております。 

  介護保険制度の改定のたびに、サービスを使う人の範囲を狭め、利用しづらい仕組みに改

悪しているのが実態であります。介護保険制度スタート当初の、家族介護からの解放、民間

参入でサービスの充実、保険料を払ってサービス選択の権利などのかけ声で国民に期待をも

たらした老後の安心が、不安な老後になっています。当初の目的どおり、国が責任を持つべ

きであります。 

  制度の内容を次々と改悪をし、利用者の負担を増やすのではなく、国の責任で公費負担を

増やすことを求めるべきであることを指摘いたしまして、反対といたします。 

○議長（野口久之君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） これで討論を終結します。 

  これより承認第４号を採決します。 
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  承認第４号 専決処分の承認を求めることについて、京丹波町介護療養型老人保健施設条

例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（多数 挙手） 

○議長（野口久之君） 挙手多数であります。 

  よって、承認第４号は、原案のとおり承認されました。 

 

《日程第７、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について～日程第３６、認定第１６号 

平成２６年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定について》 

○議長（野口久之君） お諮りいたします。 

  ただいまから上程になります、日程第７、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につい

てから、日程第３６、認定第１６号 平成２６年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定に

ついてまでの議案につきましては、本日は提案の理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は

後日の日程としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  これより日程第７、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてから、日程第３６、

認定第１６号 平成２６年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定についてまでを一括議題

とします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） 引き続きまして、それでは諮問第２号につきましては、人権擁護委員

候補者の推薦についてでありますが、本年１２月３１日をもって、任期満了となります、山

内津八子委員を再推薦したいので、議会のご意見をお聞きするものであります。 

  山内氏は、人権啓発や人権相談など積極的に活動をいただいているところでありまして、

ご同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  議案第６８号 京丹波町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法

の制定に伴いまして、特定個人情報の利用制限を規定する必要があることから、所要の改正

を行うものであります。 

  議案第６９号 京丹波町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、同
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じく、番号法の制定に伴い、住民に対する市町村長による個人番号の通知カードによる通知

及び申請に基づき交付する、個人番号カードの紛失等による再交付に関して、手数料を徴収

することとするため、所要の改正を行うものであります。 

  議案第７０号 京丹波町立幼稚園利用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について

でありますが、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、保護者の所得に応じた利用料に改

めるものであります。 

  議案第７１号 新町まちづくり計画（市町村建設計画）の変更についてでありますが、新

町まちづくり計画の計画期間を１０年から１５年に延長することについて、市町村の合併の

特例に関する法律の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第７２号 平成２７年度京丹波町一般会計補正予算（第３号）につきましては、補正

前の額１１６億４，２２４万円に、今回２億８５６万円を追加し、補正後の額を１１８億５，

０８０万円とすることをお願いしております。 

  平成２６年度繰越金及び本年度の普通交付税等の確定を受けまして、必要となります事業

を中心に編成しております。 

  主な事業ですが、税番号制度導入に伴う通知カード等発送に伴う事務経費に、７３７万４，

０００円。旧質美小学校校舎の屋根、教室の改修を行う地域創造拠点整備事業に１，３５０

万円。認知症対応型デイサービスセンターの整備に伴う、町公的介護施設等整備補助金とし

て１，１３０万円。新規就農者に対して交付する青年就農給付金事業に８２５万円。地区要

望等に基づく道路維持修繕工事等に２，１５１万７，０００円。昨年８月の台風１１号被害

を受けた町道の災害復旧費として１，５５０万円を計上したところであります。 

  歳入につきましては、普通交付税確定による増額６，８９４万１，０００円、前年度繰越

金の増額１，０１１万５，０００円。京都府みらい戦略一括交付金２，１５５万５，０００

円。不足する事業への充当財源として、財政調整基金からの繰入金１，２０８万円を主なも

のとして、関連する特定財源の精査により編成したものであります。 

  議案第７３号 平成２７年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）では、

補正前の額２２億５，９００万円に３，３４６万１，０００円を追加し、補正後の額を２２

億９，２４６万１，０００円とすることをお願いしております。 

  療養給付費等負担金等の返還金に係る増額のほか、前年度繰越金等の確定による精査を行

うものであります。 

  議案第７４号 平成２７年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）では、

補正前の額２億２，３２５万２，０００円に７４万５，０００円を追加し、補正後の額を２
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億２，３９９万７，０００円とすることをお願いしております。 

  前年度繰越金の確定による精査及び広域連合に対しての納付金の増額等を行うものであり

ます。 

  議案第７５号 平成２７年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）では、事

業勘定において、補正前の額２２億２０万２，０００円に３，７４８万円を追加しまして、

補正後の額を２２億３，７６８万２，０００円とすることをお願いしております。 

  前年度繰越金の確定による精査及び前年度介護給付費負担金等の確定による返還金等につ

いて計上したものであります。 

  議案第７６号 平成２７年度京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正前

の額１６億２，０００万円から５，３８０万円を減額しまして、補正後の額を１５億６，６

２０万円とすることをお願いしております。 

  前年度繰越金の確定による精査及び補助事業の縮減に伴う工事費の減額を行うものであり

ます。 

  議案第７７号 平成２７年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正

前の額、９億５，７００万円に１，７２８万円を追加しまして、補正後の額を９億７，４２

８万円とすることをお願いしております。 

  前年度繰越金の確定による精査及び道路改良工事に伴う管きょ移設工費等の増額を行うも

のであります。 

  議案第７８号 平成２７年度京丹波町高原財産区特別会計補正予算（第１号）では、補正

前の額２４万３，０００円に７万２，０００円を追加し、補正後の額を３１万５，０００円

とすることをお願いしております。 

  前年度繰越金の確定により基金積み立てを行うものです。 

  議案第７９号 平成２７年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計補正予算（第１号）では、補

正前の額５４６万５，０００円に８９万円を追加し、補正後の額を６３５万５，０００円と

することをお願いしております。 

  立木補償費の増額及び前年度繰越金の確定による精査を行うものであります。 

  議案第８０号 平成２７年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第１号）では、収益的

支出において、医業費用で予算の組み替えを行うほか、資本的支出に３，０００万円を追加

し、補正後の資本的支出を２億８，３１３万５，０００円とすることをお願いしております。 

  収益的支出においては、人事異動による人件費の精査を行うものであり、資本的支出にお

いては、京丹波町病院内の空調設備改修、エコー、レントゲン、内視鏡の各検査映像をデジ
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タル化するための備品購入等を行うものであります。なお、財源は、病院事業債、補助金及

び過年度分損益勘定留保資金を充当することとしております。 

  続きまして、平成２６年度決算認定議案につきまして、概略をご説明申し上げます。 

  平成２６年度は私の２期目の任期の本格的スタートとなる年度でありまして、合併後のま

ちづくりの真価が問われる年度でありました。常に住民目線に立った行政運営に心がけ、積

極的な予算措置を行い、町政の推進に取り組んでまいりました。 

  まず、安心のあるまちづくりでは、地域医療の確保の最重点課題として、常勤医師の確保

を図るとともに、京丹波町病院におきましては、毎週土曜日の午前中に内科と小児科で診察

を行い、地域医療体制の充実に努めてきたところであります。 

  次に、活力のあるまちづくりでは、地域資源の活用をはじめ、本町の特色を生かした産業

振興や生活環境の向上及び地域の活性化に取り組んでまいりました。特に、最重要課題とし

て位置づけております有害鳥獣対策におきましては、金網フェンスなどの施設による被害防

止対策や捕獲報奨金の対象鳥獣を拡大するなど、捕獲対策にも取り組んできたところでござ

います。 

  また昨年１０月２６日には、京丹波 食の祭典２０１４を丹波自然運動公園と須知高校を

会場に開催させていただいたんですが、来場者数は１万２，４００人に達し、来場者の方に

京丹波の豊かな食を堪能いただき、食のまち、京丹波を広く発信することができました。 

  また、未来への投資として進めてきました、丹波パーキングエリアと一体的な地域振興拠

点整備事業は、本体工事に着手するなど、オープンに向けて着実に事業が進められたところ

でございます。 

  次に愛のあるまちづくりでは、子ども・子育て支援事業計画を策定しました。本町の生活

文化や独自の魅力を生かし、京丹波町の全ての子どもたちが、健やかに成長することができ

る社会の実現のために、地域住民の皆さんとともに取り組んでまいります。 

  おかげをもちまして、それぞれの事業が無事完成、あるいは着実な進展をしておりますこ

と、ひとえに議員各位はじめ町民の皆さんのご理解とご協力の賜でありまして、改めて感謝

申し上げます。 

  一方、私たちの生活では、平成２６年４月から消費税率の引き上げによる家庭への影響が

徐々に現れる中で、安倍政権の経済政策、アベノミクスによる日銀の量的、質的金融緩和策

は浸透せず、景気の足取りは鈍ったままであります。こうした中で、国は経済再生と財政健

全化を両立するため、消費税率１０％への引き上げを先延ばしすることを含む税制改正を行

ったところです。 
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  さらに人口減少対策や地方創生に取り組むためのまち・ひと・しごと創生法が制定されま

して、平成２６年度補正予算による地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策が展開される

こととなりました。 

  このような情勢の中、一般会計の決算は、歳入１３２億９，４８２万９，５４２円、歳出

１２９億７，３５９万３，３６７円。うち、翌年度への繰越財源２億６，１１２万１，００

０円を差し引いた実質収支では、６，０１１万５，１７５円の黒字決算となっております。

なお、一般会計における平成２５年度の黒字となった実質収支額５，６３８万４，１７１円

と比較した単年度収支は、３７３万１，００４円の黒字、財政調整基金積立金を考慮した実

質単年度収支は３億８，１９９万９９６円の赤字であります。 

  一般会計の主な執行状況でございますが、以下、万円単位でご報告申し上げます。 

  まず総務費では、財政健全化対策として、土地開発公社先行取得用地の債務縮小に向けた

土地の買い戻しに３億６，７９８万円、先行取得用地活用対策基金の積み立てに４，８６０

万円を執行しております。 

  また、今後の財政需要に備えるための財政調整基金の積み立てに３，４２７万円、合併特

例債を活用した振興基金積立事業に１億６，４６１万円。 

  また、過疎地域自立促進特別基金に１億４１０万円を積み立てております。 

  諸費では、グリーンランドみずほ、ホッケー場改修工事費として１億９，１２６万円を執

行しております。 

  このほか、地域コミュニティ活動助成として、自治振興補助金には、公民館の改修費及び

複写機購入を主なものとしまして、１４の自治会等に６５０万円、また、協働のまちづくり

を推進し、住民自治組織の組織化を支援する住民自治組織まちづくり交付金を７団体に１６

２万円、琴滝公園整備として合併浄化槽設置工事など、水環境整備施設管理事業に１，２３

０万円を執行したところでございます。 

  選挙費では全体で２，４４９万円、支出しております。主な内訳ですが、衆議院議員総選

挙費では、１，３５０万円、京都府知事選挙費では、７４２万円、京都府議会議員選挙では、

３０５万円など、支出いたしております。 

  民生費では、少子高齢化が進む中、高齢者や障害者の方々が安心して暮らすことのできる

環境づくりと、児童福祉における次世代育成の充実に配慮した予算執行に努めたところであ

ります。障害者の自立支援事業に３億６，７１５万円、介護保険特別会計繰出事業に３億６，

５５２万円、後期高齢者医療制度に係る京都府後期高齢者医療広域連合への医療給付費負担

金や特別会計繰出金などの関係経費に２億６，８８８万円を執行しております。 



 

－１９－ 

  また、児童手当に１億８，２３４万円を執行したほか、消費税率の引き上げに際し、子育

て世帯への影響を緩和するとともに、消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置とし

て子育て世帯臨時特例給付金事業に１，４０９万円。本町の独自施策として、中学校卒業ま

での医療費について、月額２００円の負担とする、子育て医療費助成につきましては、３，

０３６万円を執行したところであります。 

  保健衛生費では町民の皆様が健康で生き生きとした生活を送っていただけるよう、健康診

査や予防事業などの保健活動を積極的に推進しており、特に本町では各種の健診事業につい

て住民負担を無料として運営しております。これらの経費として、母子保健事業に９４８万

円。生活習慣病に着目した特定健康診査等事業に１，３８９万円。後期高齢者健康診査事業

に６２３万円。がん検診事業などに４，２０７万円を執行しております。 

  また、診療所費では、京丹波町病院事業会計への運営補助金及び南丹病院負担金などに、

３億７，８７２万円を執行しております。 

  環境衛生面では、下水道会計への繰出を含め、４億９，６８０万円。 

  清掃費では、船井郡衛生管理組合の分担金を主なものとして２億７，１９８万円。 

  簡易水道費では、５億３，５７９万円を執行しております。 

  環境問題に対する意識を高め、ごみの減量化やリサイクルの推進に努めるとともに、統合

簡易水道事業の促進など、安全で安定した水道施設の整備に努めたところであります。なお、

住宅太陽光発電システムの設置補助金につきましては、１８件で２０５万円を執行しており

ます。 

  農林水産業費につきましては、有害鳥獣対策をはじめ、担い手の連携による農地保全や黒

大豆、小豆、そば、京野菜等の特産振興、営農組織への支援など、生産性の高い農業の実現

に引き続き努めたところであります。 

  中山間地域等直接支払交付金に１億１，４０５万円、黒大豆、小豆、そば、京野菜等の特

産物等作付奨励金に１，３２１万円。多面的機能支払交付金事業に２，５６７万円を執行し、

地域ぐるみの共同活動や営農活動支援を積極的に行うとともに有害鳥獣対策として被害防止

施設設置事業を中心に６，４７３万円を執行しております。 

  また農業機械導入補助を中心とする農業振興事業に７６６万円。 

  青年就農給付金の支給などを行う京力農場プラン事業に２，６５３万円。 

  鳥インフルエンザ発生農場跡地活用事業では鶏舎等解体撤去工事に７，１１１万円。農道、

農業用水路等の改修補助を中心とする農地保全事業に５，６７５万円。台風１８号による被

災施設の復旧補助金として１億２，７０９万円を執行したほか、老朽ため池等改修整備経費
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などの、土地改良施設維持管理事業に７，５５６万円を執行しております。 

  林業費では、森林管理道開設事業に２，７８９万円。 

  瑞穂支所、和知支所に薪ストーブを設置するとともに、薪ストーブ設置補助金を交付する

木のぬくもり活用推進事業で２４７万円、森林資源量調査解析システム化業務費に２，５０

０万円、農地・農業施設及び林道災害復旧事業に１億５，２９０万円を執行しております。 

  商工費では、低迷する消費経済の影響を受ける商業、中小企業に対する信用保証料補給や、

資金融資利子補給、商工会への小規模事業経営支援事業助成などの商工振興対策に、２，１

００万円。商業集積施設丹波マーケス及び本町が出資します第三セクターの丹波地域開発株

式会社への経営支援費６億７００万円を執行したほか、京丹波町観光協会の運営補助に８０

０万円を執行しております。 

  土木費では、丹波パーキングエリアと一体的な地域振興拠点整備事業に９億３，８１３万

円。畑川ダム関連事業に５５万円を執行するとともに、道路維持や新設改良費に４億４，９

１３万円。台風１８号等による被災施設の災害復旧事業に２億４，０１７万円。河川維持管

理事業に１，９０７万円。住宅改修補助金交付事業に７８１万円を執行しております。 

  生活基盤の一層の充実と本町の将来の発展に向けて、今後とも計画的な整備に努めてまい

ります。 

  消防費では京都中部広域消防組合負担金に２億５，７６１万円。消防団の運営費に７，９

５８万円のほか、防火水槽２基の整備や消防車両４台の更新など、消防施設費に４，０２４

万円を執行しております。 

  今後とも安心、安全なまちづくりの基盤整備に努めてまいります。 

  教育費では、総額７億５９０万円を執行しております。各小・中学校、幼稚園の運営経費

や施設修繕を中心に取り組み、教育環境の充実を図り、心身ともに健康な児童、生徒の育成

に努めてまいります。 

  以上、主たる決算概要につきまして申し上げましたが、次に普通会計をもとにした財政構

造面について申し上げます。 

  町税ですが、町税は前年度に比べまして３５５万円減額の１７億２，１０７万円となりま

した。これは法人税割や固定資産税が増額となったものの、個人所得割やたばこ税の減額な

どが主な要因であります。徴収率につきましては、現年度が９８．８６％と０．２９ポイン

ト上昇し、滞納繰越分は３４．９３％と３．１９ポイントの上昇となりました。今後とも税

負担の公平性を確保するため、京都地方税機構との連携はもとより、細やかな納税相談の実

施など、一層の努力を重ねてまいります。 



 

－２１－ 

  一方、滞納処分等の取り組みを行いながら、町税７８２万円、国保税１，１６９万円を不

納欠損処分させていただきました。前年度と比べまして、町税におきましては２０９万円の

増加を示したところであります。貴重な自主財源が徴収に至らなかったことは、まことに申

しわけなく思いますが、ご理解いただきますようにお願いいたします。 

  譲与税・交付金関係では、主に地方消費税交付金の増加により前年度と比較して１，１６

７万円増額の３億７，９０６万円。地方交付税では、普通交付税が市町村民税法人税割や地

方消費税交付金等の増額など、基準財政収入額の増加と、基準財政需要額では、地域の元気

づくり推進費などの廃止による算入費目の減額により、９，２８３万円減額の４８億８，０

１３万円。特別交付税は６，０２３万円減額の５億８，７６０万円となっております。 

  一方歳出におきまして、支出を拘束する義務的経費では、人件費では３５９万円の増額、

扶助費では７，６４９万円の増額、公債費では３８４万円の減額となり、全体では７，６２

３万円の増額で、４１億８，００３万円の決算であります。 

  投資的経費では、道路新設改良工事や、地域振興拠点整備事業、土地開発公社先行取得用

地の買い戻し。また、台風１８号による被災施設の災害復旧工事の施工などによりまして、

８億７，１２４万円の大幅な増額となり、３５億９，４０３万円の決算となっております。 

  このような決算状況の中、財政構造の指標となります経常収支比率は前年度比ですが、２

ポイントの増となって８４．６％、実質公債費比率、前年度と同じく１４．４％となりまし

た。 

  経常収支比率の増加要因につきましては、歳入経常一般財源において、市町村税、あるい

は地方交付税及び臨時財政対策債が減少したこと、歳出経常一般財源では、人件費、物件費

及び補助費等が増加したことなどによるものであります。これら指標の算定に大きなウエー

トを占める普通交付税につきましては、合併特例による交付となっていることから特例措置

の終了を目前に控え、将来、財政需要を念頭に、一層の行財政改革に努めてまいります。 

  次に、特別会計の決算状況でありますが、国保京丹波町病院事業会計を除く１４特別会計

の歳入総額は６９億１１２万円、歳出総額は６７億７，９９６万円で実質収支は、６，９５

３万円であります。 

  国保京丹波町病院事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち経常収益は

９億５，５９７万円。経常費用は９億１，６０２万円で差引３，９９４万円の経常利益を確

保いたしました。これを前年度繰越欠損金から控除しますと、当年度未処理欠損金は１億２

９３万円となりました。今後とも一層の経営改善に努め、繰越欠損金の縮小を目指してまい

ります。なお、資本的収支ですが、収入総額１億２，１２５万円に対し、支出総額は１億４，
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１７１万円となりまして、収支差額の２，０４６万円は、過年度分損益勘定留保資金で補填

したところでございます。 

  以上、申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 

  提案させていただきました議案は、３１件でありますが、細部につきましては会計管理者

または所管する課長から説明させますので、何とぞ慎重に審議賜りまして原案に賛同いただ

きますように、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） これより暫時休憩をいたします。 

  １０時２５分まで。 

休憩 午前１０時１０分 

再開 午前１０時２５分 

○議長（野口久之君） それでは休憩前に引き続き会議を続けます。 

  補足説明を担当課長から求めます。 

  長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、諮問第２号につきまして、補足説明を申し上げます。 

  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づきまして、市町村長はその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦を行い、法務大臣に委嘱するということとなっており、その

任期は３年となっております。 

  京丹波町では、現在１１名の人権擁護委員さんにご活躍をいただいているところでござい

ます。 

  山内津八子氏は今年の１２月３１日をもちまして任期満了となられますが、これまでの活

動実績や地域住民の信頼も厚いことなどから、引き続き人権擁護委員として再推薦いたした

く議会のご意見を求めるものでございます。 

  山内津八子氏は、京丹波町粟野町１５番地にお住まいで、昭和２８年４月１０日生まれの

満６２歳で、現在、２期目の人権擁護委員としてご活躍いただいております。 

  それでは諮問第２号を読み上げまして、補足説明とさせていただきます。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を、人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

  記。住所、京都府船井郡京丹波町粟野町１５番地、氏名山内津八子。昭和２８年４月１０

日生まれ。平成２７年９月２日提出。京丹波町長、寺尾豊爾。提案理由。人権擁護委員の任

期満了に伴い、人権擁護委員候補者を推薦する必要があるため。 
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  以上でございます。なお、裏面に主な職歴等を記載しておりますので、ごらんいただきた

いと思います。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 続きまして、議案第６８号 京丹波町個人情報保護条例の一部を

改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号

法の制定に伴いまして、特定個人情報を取り扱う場合には、行政機関、個人情報保護法の規

定の例に倣い、条例改正が必要となったものでございます。 

  ここでいう特定個人情報とは、番号法で規定する個人番号を含む個人情報というものであ

りまして、これまでの個人情報の定義のほかに番号法で定義される特定個人情報等の定義を

加え、情報を保護するものについて住み分けをすることで特定個人情報の利用制限をうたう

改正となっております。 

  改正の内容につきましては、議案書中ほどからございます新旧対照表をごらんください。 

  新旧対照表１ページ目でございます。 

  まず、第１条の目的では、個人情報について個々に個人情報が示す範囲について、特定個

人情報を含むべき場合について、個人情報に該当しない特定個人情報を含む、という文言を

加えるものでございます。 

  次に第２条の定義では、まず１号で、個人情報とは生存する個人に関する情報、に改める

ものでございます。これは当該情報に含まれます氏名、生年月日、その他の記述等によりま

して、特定の個人を識別するためでございます。 

  次に２ページ目でございます。 

  第８号から第１１号では、個人情報の定義において、特定個人情報、情報提供等記録、保

有特定個人情報、特定個人情報ファイルを規定するものでございます。 

  次に３ページ目をごらんください。 

  第６条の２では、実施機関、これは町となりますが、実施機関で特定個人情報保護強化を

行い、既存の審議会、個人情報保護審議会でございます、これの意見を聞くこととなるもの

です。 

  特定個人情報保護評価とは、実施機関が個人のプライバシー等の権利、利益に与える影響

を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、その

ようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものでございまして、現

在のところ特に審議会に意見を聞くこともなく、まずは町において講評をするということに
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なっております。今後、変更等が生じる場合には、審議会の意見等を聴くということとなっ

てまいります。 

  次に、第６条の３では、個人情報保護ファイルを保有するときは、審査会に通知すること

を規定をするものでございます。 

  ５ページ目をごらんください。 

  第６条の４では、特定個人情報ファイル簿の作成及びこれを公表することを規定をするも

のでございます。 

  次に７ページをごらんください。 

  ９条の２では、特定個人情報の利用制限を規定をするもので、特定個人情報を利用目的以

外で内部利用してはならない旨の利用制限を規定をするものでございます。 

  次に８ページをごらんください。 

  第９条の３では、個人番号法第１９条、これは特定個人情報の提供の制限の規定を除いた、

特定個人情報の提供の禁止を、規定をするものでございます。 

  次に１１ページをごらんください。 

  第２１条の２では、保有特定個人情報が違法に取得された場合などで、保有特定個人情報

の利用停止の請求ができる旨、規定をするものでございます。 

  次に１２ページでございます。 

  第２４条の２では、情報提供等の記録の訂正をした場合に、提供先への通知を行う旨、規

定をするものでございます。 

  次に１３ページでございます。 

  第３４条では個人情報保護審査会の設置について規定をする中で、特定個人情報保護評価

について、意見を述べる旨の規定をするものでございます。 

  最後に１４ページでございます。 

  第５１条では、偽りその他不正の手段により開示決定に基づく保有個人情報の開示を受け

た者への過料を記しているものでございまして、現行の５万円から１０万円に改めるもので

ございます。 

  改正条例の附則でございますけども、施行期日について規定をいたしております。まず、

番号法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日でございますが、平成２８年１月１日でご

ざいます。それから２号の第９条の次に２条を加えます改正規定でございますが、番号法施

行の日、平成２７年１０月５日となっております。 

  ３号の第２４条の次に１条を加える改正規定につきましては、番号法附則第１条第５号に
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掲げる規定の施行の日とするものでございます。 

  以上で議案第６８号、京丹波町個人情報保護条例の一部を改正する条例の、補足説明とさ

せていただきます。 

  引き続きまして、議案第６９号 京丹波町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

つきまして補足説明を申し上げます。 

  先ほど、第６８号で説明しました条例改正と同様に、番号法の制定に伴いまして、住民に

対する市町村長によります、個人番号の通知カードによる通知及び申請に基づく個人番号カ

ードの交付を今後、行うこととなります。この各種カードの紛失等によります再交付に関し

て、手数料を徴収することとするため、京丹波町手数料徴収条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

  通知カードによります付番通知につきましては、番号法施行期日の平成２７年１０月５日

から、また個人番号カードの交付につきましては、平成２８年１月１日から順次行うことと

なります。 

  各カードの紛失等によります再交付に関しましては、総務省から再交付相当経費が示され

ておりまして、通知カードで５００円、個人番号カードは８００円となっておりますことか

ら、この額を新たに加えるものでございます。 

  １枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 

  現行の第２条２８号を削りまして、２９号を新たに２８号とするもので、現在利用されて

おります住民基本台帳カードにつきましては、個人番号カードに改められるものでございま

して、今後再発行の必要がなくなるものでございます。 

  新たに２９号で通知カードの再交付手数料としまして１枚につき５００円を、また３０号

で個人番号カードの再交付手数料としまして、１枚につき８００円を加えるものでございま

す。 

  なお、施行期日につきましては、通知カードに係ります番号法の施行期日が平成２７年１

０月５日から、また個人番号カードに係ります番号法の施行期日は、平成２８年１月１日か

らとなるものでございます。 

  以上で、議案第６９号 京丹波町手数料徴収条例の一部を改正する条例の補足説明とさせ

ていただきます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 中尾教育次長。 

○教育次長（中尾裕之君） ただいま上程となりました議案第７０号 京丹波町立幼稚園利用

料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げさせていただきま
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す。 

  今回の条例改正につきましては、園児一人につき月額７，０００円としています現在の幼

稚園利用料を、子ども・子育て支援新制度に基づき、保護者の所得に応じて、国が定める上

限額の範囲内で定めた負担額を平成２８年４月から徴収することに改めるものであります。 

  また預かり保育の保護者負担につきましては、徴収根拠を条例で定めることとし、さらに

幼稚園利用料の減免の条項を整理し、減免規則で定めさせていただくものでございます。 

  次のページの新旧対照表をごらんください。 

  第２条の利用料の額について、まず第２条の利用料の額につきましては、幼稚園の利用料

は園児一人につき月額７，０００円とする、と、規定しておりましたが、国が定める上限額

の範囲で定めた額を限度として教育委員会規則で定めるものであります。 

  別紙の京丹波町立幼稚園の利用料についての資料をごらんください。 

  国の階層区分に従い、５段階に区分し、国が定める上限額の範囲において町で負担額を定

めるものでございます。利用料の設定につきましては、現在幼稚園を利用されている保護者

の町民税所得割課税額から第３段階と第４段階の階層の人数が多く見られるところであり、

中でも一番人数の多い階層を基準に考え、第４段階を現行と同じ７，０００円ということで

設定させていただきました。なお、本町のさらなる子育て支援を推進するため、上限額を８，

０００円とさせていただくものであります。また、経過措置として、平成２７年度に在園す

る園児が卒園するまでの間は、上限額を現行の７，０００円とさせていただきます。 

  それでは、再度、新旧対照表をごらんください。 

  旧の第３条の納入義務者につきましては、新の第２条の第１項において、保護者の納入規

定を盛り込んでいることから削除させていただき、新たに第３条として預かり保育等につい

てを規定するものであります。 

  幼稚園の通常保育時間終了後の預かり保育につきましては、京丹波町立幼稚園預かり保育

実施要綱に基づき実施しておりますが、この預かり保育の利用料等につきましては、条例に

より明確にさせていただくものであります。なお、利用料等の金額の変更はございません。 

  続きまして、第５条の利用料の減免についてでございますが、第１項の園児が登園しない

月の利用料免除に関する規定を第２項に定める教育委員会規則であります京丹波町立幼稚園

利用料減免規則の中で規定させていただくこととして、整理させていただくものでございま

す。 

  以上、まことに簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（野口久之君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 続きまして、議案第７１号 新町まちづくり計画（市町村建設計

画）の変更につきまして、補足説明を申し上げます。 

  新町まちづくり計画は、合併協議会におきまして合併市町村の建設を総合的かつ効果的に

推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図

るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するものとして策定されたものでございます。 

  この計画に基づいて行う事業や基金の積み立てのうち、合併に伴い特に必要と認められる

経費については、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く１０年度において合併特例

債という有利な地方債を発行することが可能となっているものでございます。 

  本来、１０年度という特例期間が間もなく到来をするわけでございますが、平成２３年３

月１１日に発生をしました東日本大震災後の市町村の実情等から、地方債の特例により、地

方債を発行することができる期間が、１０年度から１５年度に延長をされたところでござい

ます。 

  これを受けまして、本町の新町まちづくり計画の計画期間を、１０年度から１５年度に変

更をするものでございます。また、これに合わせまして主要施策のうち、現在本町が林業振

興の一環として取り組んでおります木質バイオマスエネルギーの利用推進と施設整備を新た

に加えるとともに、財政計画を現状に時点修正をするものでございます。 

  議案書１枚めくっていただきまして、１ページ目。新町まちづくり計画（変更）と書いて

ますものをごらんいただきたいと存じます。 

  まず、計画期間でございます。１０年の期間と現行書いておりますものを合併が行われた

日の属する年度及びその翌年度から１５年間に変更をするものでございます。 

  次に２ページ目でございます。ここでは、主要施策のうち、新たに取り組んでおります事

業のうち、木質バイオマスエネルギーの利用推進につきまして、新たに記述をするものでご

ざいます。 

  また、３ページをごらんください。同じく、新町施策の体系と主要施策におきまして、施

設名称の変更と新たな事業の追加を行うものでございます。 

  ４ページから５ページ、Ａ３の見開きでございますが、これにつきましては、財政計画と

なっております。 

  平成２５年度までの実績を反映をさせておりますものと、２６年度から平成３７年度まで

の推計値の修正を行ったものでございます。なお、今回の計画変更は、計画期間の変更、延

長が主なものであることから、事業内容等につきましては、原則計画策定時の記述のままと
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し、時間の経過に伴う時点修正は行わない方針で作成をしております。 

  また、京都府との協議につきましても、既に終了をいたしております。以上で議案第７１

号 新町まちづくり計画（市町村建設計画）の変更についての補足説明とさせていただきま

す。よろしくお願いをいたします。 

  続きまして、議案第７２号 平成２７年度京丹波町一般会計補正予算（第３号）につきま

して、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算は既定の歳入歳出予算に２億８５６万円を追加し、補正後の額を１１８億

５，０８０万円とすることをお願いするものでございます。 

  概要といたしましては町長の提案理由の説明にございましたとおり、２６年度の繰越金と

本年度の普通交付税の確定等によりまして、１億２，０００万円余りの一般財源が確保でき

ましたことに加え、災害対策対応や、行政運営に必要となる施策等を中心とした編成とさせ

ていただいております。 

  それではページをめくっていただきまして、第１表につきましては、後ほど、事項別明細

書により説明をさせていただきます。 

  ６ページの第２表の地方債の補正でございますが、内容は後ほど事項別明細書の８ページ

の町債でご確認をいただきたいと思いますが、まず、合併特例債についてでございますが、

今回５６０万円を、減額をさせていただいております。これは幼稚園、小学校、中学校の施

設の体育館等、非構造部材耐震改修事業におきまして、補助金の増額があったことから地方

債の借入額を減額をするものでございます。 

  次に過疎対策事業債につきましては、２，９７０万円を増額させていただいております。

これは当初、幼稚園と中学校施設の空調設備整備工事で補助金を見込んでいたところでござ

いますが、事業採択がされなかったということから、財源を地方債に振り替えるものでござ

います。これに加えまして、過疎地域自立促進特別基金積立事業に３１０万円を積み立てる

ことといたしておりまして、基金への積み立ては補正後で１億３１０万円となり、限度の上

限まで積み立てを行うものでございます。 

  次に、臨時財政対策債につきましては、４，１４０万円を増加させていただいております。

２７年度分が確定をいたしましたので、その額まで増額をさせていただいたところでござい

ます。補正後の予算総額といたしましては、３億７，４１０万円でございます。 

  地方債合計で、６，５５０万円の増額となりまして、補正後の発行額は合計で１６億５，

６７０万円となるものでございます。このうち、交付税の算入でございますけれども、全体

の約７６％となります１２億５，７００万円余りが交付税算入をいただける地方債となって
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いるところでございます。 

  次に補正予算の重立った項目につきまして説明させていただきます。 

  事項別明細書の１０ページをお願いいたします。 

  まず歳出からでございます。 

  人件費関係につきましては、各費目を通じまして、４月の人事異動に伴いまして精査を行

っておるものでございます。よろしくお願いを申し上げます。 

  次に、１目の一般管理費、一般管理経費ではふるさと応援寄附金のふるさと産品送付に係

ります経費といたしまして、報償費あるいは通信運搬費などで、５７９万５，０００円を計

上したところでございます。 

  また、１１ページの上のほうの１９節負担金補助及び交付金では、番号法の施行に伴いま

す通知カード、個人番号カードの交付事務関係経費といたしまして、５５０万円。それから、

５目の財産管理費では財政調整基金積立金としまして、地方財政法第７条に基づく積立金、

前年度繰越金の２分の１以上の積み立てとなっておりますので、一般財源を加えまして４，

０００万円といたしております。 

  また、瑞穂地区旧学校施設管理事業におきましては、中山間地域等において日常生活支援

機能や、地域の産業振興、地域コミュニティの再構築、定住支援など、多様な機能を総合的

に整備することで、地域の活性化を図る目的で拠点となる施設を京都府と町におきまして、

連携協働して整備をするものでございまして、旧質美小学校をその拠点施設と位置づけまし

て、校舎の屋根、教室等の改修を行うものでございまして、地域創造拠点整備事業補助金と

して、１，３５０万円を計上いたしております。 

  次に、財政調整基金、地方債補正で説明しました過疎地域自立促進特別基金積み立て事業

に、３１０万円を計上いたしております。 

  次に１２ページをごらんください。上段にあります１３節委託料でございますが、支所財

産管理事業におきまして、和知地区の大倉地内の町有地につきまして、町有地活用のための

調査測量を行うものでございまして、１３節委託料の２１８万３，０００円を計上いたして

おります。 

  同じく、１１目地域振興事業費では、１９節負担金補助及び交付金で６月末までに申請の

ありました６団体、９自治会が対象となっております。これに対する自治振興補助金としま

して、１５９万７，０００円を計上いたしております。 

  事業内容といたしましては、公民館等の改修が２件、空調設備が１件、複写機購入が３件

でございまして、事業費の２分の１を補助率に補助金を交付するものでございます。 
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  続きまして、１２目電算管理費では、行政情報システム運用管理事業におきまして、日本

年金機構において大量の個人情報が流出するという事案が発生するなど、最近問題となって

おります標的型攻撃メールへの対策強化につきまして、国からの要請を受け必要な対策を講

じるものでございます。具体的には、インターネット回線とつながっております、情報系の

ネットワーク、これは自治体での事務を行う上で必要なシステムを接続する内部のネットワ

ークで、庁内ＬＡＮなどが対象でございます。これをインターネット回線と切り離し運用を

するものでございまして、これに必要な機器類等の整備を行うものでございます。システム

改修委託料といたしまして、２，９５３万８，０００円を計上いたしております。 

  次に、１４ページの１目でございます。社会福祉総務費、臨時福祉給付金給付事業では、

給付実績に基づきまして、今回、精算を行うものでございまして８２９万９，０００円の返

還金が生じたものでございます。 

  同じく、３目障害者福祉費の障害者福祉一般経費では、障害者福祉サービス補装具、障害

程度区分認定等の事業実績に基づきまして精算をするものでございまして、同じく４５７万

円の返還金が生じているものでございます。 

  次に、４目老人福祉費の介護施設等整備事業につきましては、現在、社会福祉法人山彦会

におきまして、整備計画があります高齢者安心サポートハウスに併設をされます、認知症対

応型デイサービスセンターの整備に伴う、町公的介護施設等整備補助金として計上をいたし

ておるものでございます。 

  初めに整備計画のあります各施設の概要につきまして、報告をさせていただきます。 

  高齢者安心サポートハウスは社会福祉法に基づきます軽費老人ホーム、ケアハウスであり

まして、社会福祉法人等が社会福祉事業として運営するものでございます。また、京都府に

おきまして整備を進められる施設でありまして、利用者の収入に応じた府の助成により、低

額での入居が可能となっております。また、食事提供や見守り、入浴、生活相談など必要な

生活支援サービス等が受けられ、介護は必要ないものの一人暮らしが不安という高齢者の方

も安心して暮らせるなどの特色を持つ住まいでございます。定員は３０名となってございま

す。 

  次に、認知症対応型デイサービスセンターでありますが、介護保険法に基づく、地域密着

型サービス事業でございまして、高齢者が要介護状態となった場合においても、その認知症

である利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む

ことができるよう、生活機能の維持、または向上を目指し、必要な日常の生活上の世話及び

機能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の
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家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るための施設となってございます。定員につきまし

ては１２名でございます。 

  これらの施設整備を行う場所でございますけれども、瑞穂地区の橋爪町田にあります町有

地でございまして、この土地は平成２６年４月２５日に開催をしました第２回京丹波町議会

臨時会におきまして、土地開発公社から買い戻しを行った土地でございます。町といたしま

しても、事業者から要望を受ける中で、町有地の有効活用が図れるとともに、高齢者福祉の

増進が図れるなど将来的な事業効果を期待し、山彦会さんに対しまして土地を貸し付けるも

のでございます。貸し付けの面積や貸し付け方法など、具体的な事項につきましては、現在、

調整中でございます。また地元区等への説明につきましても、図面等ができ上がりましてか

ら説明をさせていただく予定といたしております。 

  次に、１９ページに飛びますが、ごらんをいただきたいと存じます。 

  ６款の農林水産業費の３目農業振興費の有害鳥獣対策事業におきましては、ニホンザル等

追い払い用の駆逐煙火によります有害獣対策経費として、煙火、ホルダーの購入経費として、

１１節事業費の消耗品費に２６９万円を、計上をいたしております。各区を通じまして、煙

火なりホルダーの購入希望団体に安価で提供をするものでございます。この有害鳥獣対策事

業につきまして、今日までの取り組みといたしましては、この煙火の取扱講習会を５月から

希望される行政区等に説明に入っておりまして、町内２３会場で開催をされ、受講者数は５

１６名となっております。また合わせまして、有害鳥獣防除施設設置補助として、新たに申

請がございます１団体に９４万４，０００円を、計上をしたところでございます。 

  農業振興事業におきましては、農業機械の導入補助に２件、それから農業施設整備補助に

３件を予定をしておりまして、事業費として２６３万１，０００円を計上いたしております。 

  同じく、青年就農給付金事業では、新規就農者に対しまして、農業を始めてから経営が安

定するまで最長５年間、年間最大１５０万円を給付するものでございまして、財源につきま

しては府からの給付金を充当するものでございます。今回補正計上いたしますのは、対象者

が８名でございます。継続５名、新規３名となっております。事業費といたしましては８２

５万円を計上いたしたところでございます。 

  次に２２ページでございます。７款商工費、２目商工業振興事業におきましては、地域の

安全安心に対します取り組みを支援強化する目的で、須知商店街において防犯カメラを設置

する事業につきまして、府の補助金を活用し事業を実施されるものでありまして、これに町

の補助金３０％を加えまして、全体の補助率は７５％ということで補助を行うものでござい

まして、事業費として防犯カメラ、防犯灯等設置補助金に１７０万円を計上いたしておりま
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す。 

  本商店街は、通学路ともなっておりまして、また、高齢者の買い物利用も多く、消費者の

安全を確保するとともに、防災・防犯体制を強化するものでございます。 

  次に、２３ページの８款土木費、２目道路橋梁維持管理事業では、地区要望等に基づきま

す、道路維持修繕工事を実施するものでございまして、１５路線２，０００万円を工事請負

費として計上いたしております。このほか、認定外の道路整備事業補助金として追加申請の

ありました、３地区分１５０万円を計上するものでございます。 

  ２７ページでございます。 

  １１款災害復旧費、１目の土木施設災害復旧事業では、平成２６年８月の台風１１号によ

り被害を受けた町道弓谷線鎌谷中地内でございますが、法面の崩落箇所の災害復旧事業費と

しまして、１，５５０万円を計上いたしたものでございます。 

  戻っていただきまして、３ページをごらんいただきたいと存じます。 

  歳入でございますが、まず地方特例交付金につきましては、住宅ローン控除による住民税

の減収分の一部補填として交付されるものでございまして、２７年度分の交付決定によりま

す増額でございます。 

  次に普通交付税でございますが、６，８９４万１，０００円を、増額をいたしております。

当初予算におきましては、４８億７，５００万円余りを見込みまして、うち２億２，５００

万円余りを留保財源として４６億５，０００万円を、予算計上をいたしておりましたが、当

初見込みと比べまして、１億５，６００万円余りの減額となり、最終的に４７億１，８９４

万１，０００円が決定をされたところでございます。 

  なお、平成２６年度の実績と比較いたしますと、１億６，１１９万４，０００円の減とな

っております。 

  その他、各種の特定財源につきましては、歳出の補正に合わせまして、精査を行ったもの

がほとんどでありますが、３ページの１４款国庫支出金の１目総務費国庫補助金では、社会

保障・税番号制度システム整備費補助金として、住民基本台帳システム等の改修整備に伴い

ます補助金として５７１万２，０００円を計上いたしております。 

  次に４ページでございます。 

  ７目教育費国庫補助金では、１節小学校補助金に体育館非構造部材耐震改修に係る補助金

としまして、２８８万１，０００円が追加され、また２節中学校費補助金及び４節幼稚園費

補助金では、空調設備整備工事で補助事業採択がなされなかったことを受け、補助金の減額

をそれぞれ行うものでございます。 



 

－３３－ 

  １５款府支出金１目総務費府補助金では、みらい戦略一括交付金が客観的指標配分として

２，１５５万５，０００円交付をされたところでございまして、今回、予算計上をいたして

おります。事業の充当におきましては、各種の活性化対策事業等に充当をするところでござ

います。 

  次に７ページの１７款寄附金でございます。ふるさと応援寄附金といたしまして、１，２

００万円を今回、計上をいたしております。補正後の予算額につきましては、１，３００万

円となるものでございまして、８月末現在で寄附申込件数が４５８件、寄附金額が１，０６

７万６，０００円となっているところでございます。 

  本年度から寄附に対するお礼ということで、ふるさと産品の送付を始めたところでござい

まして、多くの寄附申し込みがこれをきっかけに参っているところでございます。 

  次に８ページの２１款町債でございます。 

  先ほど、説明をさせていただきました過疎債を活用した基金積み立て事業への充当、幼稚

園、中学校施設の空調設備整備事業への充当、合併特例債では幼稚園、小学校、中学校施設

の体育館等非構造部材耐震事業の財源組み替えによる減額、それと臨時財政対策債の精査な

どで、合計６，５５０万円の増額といたしておるところでございます。 

  以上、議案第７２号 一般会計補正予算（第３号）の説明とさせていただきます。 

  ご審議賜りまして、ご議決賜りますように、よろしくお願いをいたします。 

○議長（野口久之君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、議案第７３号 京丹波町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）について補足説明をさせていただきます。 

  今回の補正は、補正前の予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，３４６万１，０００円を追

加し、補正後の額を２２億９，２４６万１，０００円とするものでございます。 

  主に歳入では、今年度の前期高齢者交付金の交付額が確定したことによる精査と、出産育

児一時金等繰入金として、一般会計から繰り入れるもの、前年度繰越金の確定に伴うもの、

歳出では出産育児一時金の増額補正や後期高齢者支援金、また前期高齢者納付金及び介護納

付金の金額確定にかかわります補正、また昨年度の療養給付費負担金等の精査により生じま

した返還金の補正でございます。 

  それでは主なものにつきまして、歳入からご説明させていただきます。 

  事項別明細書の３ページをごらんください。 

  最初に歳入では、３款国庫支出金療養給付費等負担金につきましては、一般被保険者の療

養給付費等に対する負担金で、過年度分の追加交付分が見込めないために減額させていただ
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くものでございます。 

  また４款の療養給付費交付金は退職者医療分について、被用者保険から拠出金を社会保険

診療報酬支払基金を通じまして受け入れるものでございます。療養給付費等負担金同様、過

年度分の追加交付が見込めないために減額させていただくものでございます。 

  次に５款、前期高齢者交付金につきましては、今年度の交付額が確定したことから精査を

行い、８万６，０００円減額させていただくものでございます。 

  ９款繰入金、一般会計繰入金、３節の出産育児一時金等繰入金では２８０万円、後ほど歳

出でご説明いたします支出金額の３分の２相当額の繰り入れをお願いするものでございます。 

  また、国保運営基金繰入金では、１，０８２万３，０００円を増額し、後ほど説明いたし

ます歳出総額との収支のバランスをとらせていただいております。 

  ４ページ、１０款繰越金につきましては、当初予算編成時点におきましては、基金繰り入

れが必要で、繰越金は発生しないものとしておりましたが、２６年度予算と比較しまして、

歳入では国庫支出金また府支出金が伸びたこと、歳出では保険給付費や予備費に不用額が生

じたことなどから前年度からの繰越金として１，９８９万２，０００円を追加させていただ

くものでございます。 

  続いて５ページ、歳出をお願いいたします。 

  中段の出産育児一時金でございますが、当初２０件、８４０万円を計上しておりましたが、

母子手帳発行状況等から見込みまして、１０件、４２０万円を増額させていただくものでご

ざいます。 

  ３款後期高齢者支援金及び５ページの４款前期高齢者納付金、６款介護納付金は、今年度

の納付すべき額が確定したことに伴いまして精査したものでございます。 

  最後に１１款諸支出金につきましては、２６年度の保険給付費等の実績に基づき、超過交

付分を返還することとなりましたので、既決額１０万円に２，９０１万７，０００円を追加

計上させていただいたところでございます。その補正後の額の内訳といたしましては、国庫

支出金の療養給付費等負担金の返還金として２，３７２万６，０００円。療養給付費等交付

金として５０５万３，０００円。特定健康診査等負担金の返還として３３万８，０００円で

ございます。 

  以上、国保特別会計の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第７４号 平成２７年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正は、補正前の予算の総額に歳入歳出それぞれ７４万５，０００円を追加し、補
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正後の額を２億２，３９９万７，０００円とするものでございます。 

  それでは歳入から説明をさせていただきます。 

  事項別明細書３ページをごらんください。 

  まず最初に歳入の４款繰越金については、平成２６年度からの繰越金が確定しましたので、

７４万５，０００円を追加させていただくものでございます。 

  続いて４ページの歳出につきましては、歳入の繰越金の計上に伴いまして、２６年度出納

整理期間内に収納いたしました保険料につきまして、２款後期高齢者医療広域連合納付金の

過年度保険料分といたしまして７０万８，０００円を追加させていただくものでございます。 

  また４款諸支出金には、平成２６年度に広域連合から交付を受けました人間ドック助成金

の精算に伴い返還が必要となったことから、３万７，０００円を追加させていただいており

ます。 

  以上、簡単ではございますが、京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算の説明とさせて

いただきます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 下伊豆保健福祉課長。 

○保健福祉課長（下伊豆かおり君） それでは、議案第７５号 平成２７年度京丹波町介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）の事業勘定分につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正は、事業勘定において既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３，７４８万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を２２億３，７６８万２，０００円とさせていただくものでござ

います。 

  それでは歳出から説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の６ページをお願いいたします。 

  ２款保険給付費、６項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス費

につきましては、これまでの申請状況に基づき、２５０万円の追加をお願いするものでござ

います。 

  次に、３款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目一次予防事業費については、介護

予防普及啓発事業として１８０万円を追加し、地域の公民館等で開催いただく筋トレ教室に

おいて、映像を見ながら音楽体操や筋トレができるように、ＤＶＤの製作と合わせて教室開

催前後の参加者の体力測定等に係る委託費用として１２５万円の追加と、公民館等でＤＶＤ

を再生するために必要なところにはプロジェクターの貸し出しを行うため、備品購入費５５

万円の追加をお願いしております。この事業につきましては、京都府地域包括ケア総合交付
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金による助成をいただくことになっております。 

  ２目の二次予防事業費、ミニ・デイサービス事業では、会場数の見直しに伴い、委託料及

び施設使用料を減額させていただいております。 

  ２項包括的支援事業・任意事業、１目包括的支援事業費では、介護予防日常生活支援総合

事業への移行を進めるに当たって、地域包括ケア推進委員会でご意見を伺うこととして、委

員等報償を追加させていただいております。 

  ２目任意事業費では、認知症ケア向上事業で、事業費を一部組み替え、システム助成金と

して５万円を計上いたしております。今年度から認知症高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業

を開始し、行方不明になる恐れのある認知症高齢者の事前登録や、万が一行方不明となられ

た場合に、早期にご家族の元に帰っていただけるようその捜索にご協力いただく事業所など

の登録をお願いしているところでございます。事前登録された方が、位置情報探知システム

を活用される場合、初期費用として５，０００円を上限として助成をさせていただくもので

ございます。この事業についても、京都府地域包括ケア総合交付金を財源といたしておりま

す。 

  また、認知症地域連携推進員設置事業として、認知症地域連携推進員を配置いただく事業

所に、主に認知症に関する相談窓口としてお世話になりたく、２カ所計画しておりましたが、

今年度は１カ所となりましたので、減額をしております。 

  次に７ページの６款諸支出金につきましては、２６年度の介護給付費等負担金、地域支援

事業交付金等の確定にかかわりまして、国、府への返還金を計上させていただいております。 

  ページ戻っていただきまして、３ページの歳入をお願いいたします。 

  歳入では、歳出に計上いたしました保険給付費、地域支援事業費等の増減額に合わせまし

て、３款国庫支出金、４款支払基金交付金、５款府支出金、７款繰入金など、関連する特定

財源の見直しを行っております。 

  ４款の支払基金交付金については、前年度の実績確定に伴いまして、過年度分として２目

地域支援事業支援交付金で４６４万３，０００円を追加するものです。 

  また４ページ、５款の府支出金の地域支援事業交付金では、地域包括ケアシステム推進補

助金として、筋トレ教室関係、位置情報システム関係で２０２万６，０００円を追加させて

いただいております。 

  ５ページの８款繰越金については、前年度繰越金の確定により、２，７５９万２，０００

円を追加させていただくとともに、４ページ最下段の基金繰入金、３２７万５，０００円に

より収支の均衡を図ることとしております。 
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  以上、簡単でございますが、議案第７５号 事業勘定分についての補足説明とさせていた

だきます。 

  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 山内水道課長。 

○水道課長（山内和浩君） それでは、議案第７６号 平成２７年度京丹波町水道事業特別会

計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算、第１号につきましては、補正前の額１６億２，０００万円に５，３８０

万円を減額し、補正後の額を１５億６，６２０万円とさせていただくものでございます。 

  最初に表紙をめくっていただきまして、１、２ページの第１表につきましては、後ほど事

項別明細書により説明させていただきます。 

  ３ページをごらんください。 

  第２表、地方債補正ですが、内容は後ほど事項別明細書４ページのところでご確認いただ

きたいと思いますが、まず、簡易水道事業債につきましては、今回２０万円の減額をさせて

いただいております。これにつきましては、簡易水道事業に見込んでおりましたところでご

ざいますが、国庫補助事業の減額交付決定に伴う事業費調整等によりまして総額で３，２５

０万円の減額となっています。また、本年度から公営企業会計の適用に直接必要な経費が、

財政措置として公営企業債の対象となりましたので、当初予算で一般財源として計上してお

りました臨時雇用賃金、公営企業法適用調査等委託料、経営変更認可申請図書作成委託料に

係る費用を新規で３，２３０万円追加して、合計２０万円の減額としております。それに伴

いまして、民間等資金を活用するため、補正後の償還方法、４行目、及び半年賦元金均等償

還の記載を追加しております。 

  次に過疎対策事業債につきましては、全体で３，２６０万円を減額させていただくもので

ございます。これにつきましては、簡易水道事業債でも申し上げましたように国庫補助事業

の減額交付決定に伴う事業費調整等によりまして減額させていただくものです。なお、先ほ

ど説明させていただきました簡易水道事業債の公営企業会計の適用に要する経費に係る起債

３，２３０万円につきましての交付税の算入は、元利償還金の５０％となっております。 

  それでは、歳入につきまして、事項別明細書の３ページをごらんください。 

  ３款１項１目施設整備費国庫補助金につきましては、補助金要望に対しまして減額交付決

定となったため、総額で３，４６０万６，０００円を減額するものです。 

  内訳といたしましては、丹波・瑞穂地区の水道施設整備費国庫補助金が１，１５５万９，

０００円の減額とし、交付決定率は６４．４％となっております。和知地区の簡易水道施設
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整備費国庫補助金が２，３０４万７，０００円の減額とし、交付決定率は７１．９％となっ

ております。４款１項１目施設整備費府補助金につきましては、平成２６年度事業費確定に

伴うふるさとの水確保対策事業費府補助金を１５４万１，０００円減額するものです。 

  ６款２項１目基金繰入金につきましては、歳入額減額に伴い、基金繰入金を３８７万４，

０００円増額するものです。 

  ７款１項１目繰越金は、７９４万８，０００円となり、当初予算措置額５０万円を差し引

いた額７４４万８，０００円を増額するものです。 

  ８款１項１目雑入につきましては、京都府が実施されております下山の藤ケ瀬橋等工事に、

水道管が支障となりますので、その移設補償費として３８２万５，０００円増額するもので

す。 

  ９款１項１目簡易水道事業債は、第２表、地方債補正で説明いたしましたとおり、総額で

借入額を３，２８０万円減額するものです。 

  次に、歳出の主な項目につきまして、事項別明細書の５ページをごらんください。 

  １款水道管理費、１項１目一般管理費、人件費関係につきましては、各費目ごとに計上し

ておりますが、人事異動等に伴う見直しであり、総額２５万１，０００円の減額となってお

ります。 

  ９節旅費１１万２，０００円、１４節駐車場使用料１万５，０００円、１９節研修会負担

金２４万６，０００円、合計３７万３，０００円につきましては、人事異動に伴いまして、

水道技術管理者が１名減となりましたので、１名の資格取得講習に係る費用を計上しており

ます。 

  １２節役務費手数料につきましては、旧施設等に置かれておりました水道資材等を廃棄す

るため２２５万円を増額計上しております。 

  １３節委託料ですが、京都府が実施されております下山の藤ケ瀬橋、国土交通省の新水戸

交差点改良工事に伴う水道管移設設計費を６００万円増額計上しております。 

  １５節工事請負費ですが、委託料でも説明いたしましたが、下山藤ケ瀬橋、新水戸交差点

改良に伴う水道管移設工事として、１，４６５万円増額計上しております。 

  ２５節積立金は、前年度繰越金の確定により２１８万３，０００円を増額計上しておりま

す。 

  ２７節公課費は平成２６年度の消費税納付額確定に伴い、１，２８４万９，０００円を増

額するものです。 

  ２款施設費、１項１目水道施設費ですが、上水道事業では第２表、地方債補正で説明しま
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したとおり国庫補助事業の減額交付決定に伴う事業費の見直し等を行い、新たに八田地区の

ポンプ場の取付管の設計等を先行すべく、委託料として５５０万円を増額計上し、工事請負

費につきましては、鎌谷中ポンプ場工事を次年度工事とするなどによりまして４，５４７万

２，０００円を減額しております。この地区のガス移転補償費につきましては、道路改良工

事の際、集中配管から個別設置にされ不要となりましたので、３００万円の減額としており

ます。 

  ２目簡易水道施設費ですが、簡易水道事業におきましても交付決定に伴い、西部地区の委

託料見直し４４１万４，０００円の減額とし、工事請負費につきましても西部低区配水池築

造工事の入札差金や西部地区配水管の利用箇所見直しにより４，４７５万８，０００円の減

額としております。 

  以上、まことに簡単ではございますが補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第７７号 平成２７年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算（第１号）につきましては、補正前の額９億５，７００万円の１，７２８

万円を追加し、補正後の額を９億７，４２８万円とさせていただくものでございます。 

  最初にページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをごらんください。 

  まず、歳入について説明させていただきます。 

  １款１項１目下水道事業費分担金につきましては、特定環境保全公共下水道事業費分担金

として、６件新規加入がございましたので、既決予算を差し引いた２５９万２，０００円を

増額させていただくものでございます。 

  ６款１項１目繰入金につきましては、繰越金の確定等に伴いまして各事業における収支の

均衡を図り、合わせまして６４６万３，０００円を増額するものです。 

  ７款１項１目繰越金は、５１２万５，０００円となり、当初予算措置額４０万円を差し引

いた額４７２万５，０００円を増額するものです。 

  ８款１項１目雑入につきましては、水道と同じく京都府が実施されております下山の、藤

ケ瀬橋の工事の支障物件移転補償費を３５０万円増額するものです。 

  次に歳出の主な項目につきまして、事項別明細書の５ページをごらんください。 

  １款１項１目一般管理費人件費関係につきましては、各費目ごとに計上しておりますが、

人事異動等に伴う見直しであり総額で２８万円の増額となっております。 

  ２款１項１目施設整備費ですが、公共下水道施設整備事業では、委託料として水道と同じ

く京都府が実施されております下山の藤ケ瀬橋工事に伴う下水道管移設設計費を４００万円
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増額計上しております。工事請負費につきましても、藤ケ瀬橋の下水道管移設工事として３

００万円を増額しております。 

  ２目施設管理費ですが、公共下水道施設管理事業の需用費修繕料といたしまして、施設の

老朽化に伴い、上豊田処理施設の曝気機、瑞穂処理施設の脱水機の修繕費用が必要となりま

したので、修繕料として１，０００万円の増額をしております。 

  以上、まことに簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。 

  ご審議いただき、ご承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 続きまして、議案第７８号 平成２７年度京丹波町高原財産区特

別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算に７万２，０００円を追加しまして

補正後の額を３１万５，０００円とすることをお願いしております。 

  それではページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  ３款繰越金１節前年度繰越金としまして、決算額９万３，０００円を見込み、差額の７万

２，０００円を、計上をするものでございます。 

  次に事項別明細書４ページの歳出でございますが、２５節の財政管理調整基金積立金とし

まして、歳入と同額の７万２，０００円を、今回積み立てをさせていただくものでございま

す。 

  以上、簡単ではございますが、議案第７８号 平成２７年度京丹波町高原財産区特別会計

補正予算（第１号）の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 川嶌瑞穂支所長。 

○瑞穂支所長（川嶌勇人君） 議案第７９号 平成２７年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計補

正予算（第１号）につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  今回の補正予算第１号は、補正前の額５４６万５，０００円に、８９万円を追加し、補正

後の額を６３５万５，０００円とさせていただくものでございます。 

  まず、歳入でございますが、表紙から４枚めくっていただいて、事項別明細書３ページを

ごらんください。 

  ２款繰入金、１目基金繰入金、１節財政調整基金繰入金でございますが、今回の補正額の

不足分を補うため、１１万１，０００円を増額し、１８６万９，０００円とするものでござ

います。 

  ３款繰越金、１目繰越金、１節前年度繰越金につきましては、平成２６年度からの繰越金
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確定により８万９，０００円を増額し１０６万９，０００円とするものでございます。 

  ４款諸収入、１目雑入、１節雑入でございますが、関西電力高圧線下の保安伐採に伴う立

木補償費として６９万円を増額し、雑入として１１５万円に増額するものでございます。 

  続きまして、歳出でございますが、最終ページとなる４ページをごらんください。 

  １款総務費、２目財産管理費、２２節補償補填及び賠償金におきましては、歳入の雑入に

おける立木補償費相当額の６９万円を増額し、７０万円を該当の区へ支出するものでござい

ます。 

  ３目諸費、１９節負担金補助及び交付金につきましては、三ノ宮地域振興事業補助金を２

０万円増額し、６５万円とするものでございます。 

  以上、補足説明とさせていただきます。 

  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 藤田医療政策課長。 

○医療政策課長（藤田正則君） それでは、続きまして、議案第８０号 平成２７年度国保京

丹波町病院事業会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  病院事業会計におきましては、最初に全体の補足説明を申し上げまして、その後、医療施

設ごとの補足説明をさせていただきます。 

  まず、病院事業会計の全体の補正予算につきましては、収益的支出の補正としまして、補

正額をゼロ円とするものでございます。 

  また、資本的収支におきましては、資本的収入の補正額として２，７３３万円を追加し、

補正後の資本的収入額を２億６，３５６万５，０００円とし、資本的支出では、補正額３，

０００万円を追加して、補正後の資本的支出額を２億８，３１３万５，０００円にすること

をお願いするものでございます。 

  支出に対して収入が不足する額２６７万円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で

補填することとするものでございます。 

  また、めくっていただきまして、４条予算の企業債の補正につきましては、補正額として

２，３５０万円を追加し、補正後の額を１億３，１４０万円とすることをお願いするもので

ございます。 

  当初予算、第７条で定めております議会の議決を得なければ、流用することのできない経

費のうち、職員給与費につきましては４８万５，０００円を追加いたし、職員給与費の補正

後の額を、６億１，０７０万円とすることをお願いするものでございます。 

  それでは施設ごとに申し上げます。 
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  補正予算（第１号）説明書の１ページからでございます。 

  めくっていただきまして、まず、収益的支出における、京丹波町病院におきましては、病

院事業収支の補正額としてはゼロ円とするものでございます。 

  なお、収益的支出における目の給与費におきまして、職員らの人件費関係の関係の所要額

の精査を行うものでございます。 

  次に、同じく収益的支出の和知診療所でございますが、補正額はゼロ円とするものでござ

います。 

  なお、収益的支出における目の内容としましては、目１給与費の職員らの人件費関係の所

要額の精査を行い、目２の材料費の薬品等に３４万５，０００円の減額を行いまして、目３

経費では、主なものとして健診用の更衣ロッカー、机、いす等に４５万円の増額を行い、委

託料での機器保守料の精査を行いまして、５９万円の減額をいたし、これらをまとめて和知

診療所事業費用としましては、補正額差し引きゼロ円としてお願いするものでございます。 

  次に、めくっていただきまして、３ページでございますが、資本的収入における京丹波町

病院の企業債に２，３５０万円の追加をお願いし、また補助金として空調設備の改修事業に

一般社団法人温室効果ガス審査協会から３８３万円の補助金を受けることとし、補正額合計

を２，７３３万円の追加をお願いし、補正後の額を２億４，１５２万３，０００円とお願い

するものでございます。 

  資本的支出におきましては、京丹波町病院の項２建設改良費につきまして、空調設備高効

率化改修事業に６５０万円を、また、電子カルテ更新事業の附帯設備としまして、健診シス

テム、リハビリシステムの導入及びフィルムのかわりにデジタル画像としてデータベース化

する医療用の画像の管理システムのＰＡＣＳバージョンアップ費用に計２，３５０万円を補

正追加し、補正額合計３，０００万円を計上させていただくものでございます。 

  なお、これらの支出に対しまして、収入が不足する額の２６７万円につきましては、過年

度分損益勘定留保資金で補填することとするものでございます。 

  以上、病院事業会計補正予算に係る補足説明とさせていただきます。ご審議賜りまして、

ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君） これより暫時休憩をいたします。午後は、１時１５分からということ

で、よろしくお願いします。 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午後 １時１５分 

○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続き会議を続けたいと思います。 
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  東君。 

○１１番（東まさ子君） １１番、東です。 

  承認第４号の専決処分の承認を求めることについての私の質問について訂正をお願いした

いんですけど、よろしいですか。 

○議長（野口久之君） はい、どうぞ。 

○１１番（東まさ子君） 私、質問で、利用料が１割から２割に変わる方の判定基準について、

単身者の場合、所得が２８万円と言いましたが、収入金額でございましたので、訂正をさせ

ていただきます。 

○議長（野口久之君） はい。 

  谷口会計管理者。 

○会計管理者（谷口 誠君） 失礼いたします。 

  それでは、認定第１号、平成２６年度京丹波町一般会計から認定第１６号、平成２６年度

国保京丹波町病院事業会計までの１６会計につきましてご説明をさせていただきます。長時

間になりますが、どうかよろしくお願いいたします。 

  まず、認定第１号、平成２６年度京丹波町一般会計歳入歳出決算からご説明をさせていた

だきます。 

  １ページでございますが、実質収支に関する調書でございます。 

  平成２６年度一般会計決算額は、歳入総額１３２億９，４８２万９，５４２円で、対前年

度比５．４％の増。歳出総額１２９億７，３５９万３，３６７円で、対前年度比５．８％の

増となりました。 

  歳入歳出差引額は、３億２，１２３万６，１７５円で、また、形式収支から繰り越し財源

２億６，１１２万１，０００円を差し引いた実質収支は、６，０１１万５，１７５円の黒字

決算となったところでございます。 

  前年度の実質収支と比較した単年度収支は、３７３万１，００４円の黒字となり、財政調

整基金積立金を考慮した実質単年度収支につきましては、３億８，１９９万９９６円の赤字

となったところでございます。 

  それでは、歳入からご説明を申し上げます。事項別明細書１４ページでございますが、１

款町税は、総額１７億２，１０７万７，０３２円で、前年度に比べ０．２％の減となりまし

た。 

  税目別ですが、町民税では６億４，９８１万６，１４７円で、対前年度比０．１％の減、

また、固定資産税は９億１，１６２万１，５７３円で、対前年度比０．４％の増となりまし
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た。 

  町税の収入未済額は１億１４０万６，５４６円で、７８２万６４円を不納欠損として個人

町民税５１人、法人町民税４件、固定資産税では９０人、軽自動車税５３人について地方税

法に基づきまして処理をさせていただいたところでございます。 

  なお、徴収率につきましては、現年度分は９８．９％、２５年度は９８．６％でしたので、

０．３ポイントの上昇した結果となりました。 

  次に、１６ページでございます。２款地方譲与税は８，９９６万３，０００円で、対前年

度比４．４％の減。３款の利子割交付金は３８１万９，０００円で、対前年度比１３．０％

の減。４款配当割交付金は１，２８４万円で、対前年度比８５．５％の大きな増となりまし

た。５款株式等譲渡所得割交付金は７２５万円で、対前年度比３３．７％の減。 

  次に、１８ページ、６款地方消費税交付金は、１億７，９４８万４，０００円で、対前年

度比２２．８％の増。７款ゴルフ場利用税交付金は６，０１３万２，８００円で、対前年度

比４．７％の減。８款自動車取得税交付金は１，８９５万９，０００円で、対前年度比４５．

７％の大きな減となりました。９款地方特例交付金は３４０万９，０００円で、対前年度比

５．２％の増となりました。１０款地方交付税につきましては、総額５４億６，７７３万６，

０００円の収入で、普通交付税におきましては、４８億８，０１３万５，０００円で、対前

年度比１．９％の減となりました。また、特別交付税につきましては、５億８，７６０万１，

０００円、対前年度比９．５％の減となりました。 

  次に、２０ページの１１款交通安全対策特別交付金は３２０万４，０００円で、対前年度

比１１．６％の減。１２款分担金及び負担金は、総額８，８１３万７，５６０円で、分担金

が１，４７２万９，０７１円、負担金が７，３４０万８，４８９円の収入で、対前年度比１

５．１％の増となりました。 

  ２４ページでございますが、１３款使用料及び手数料は、総額２億９，１１６万６，７５

７円で、対前年度比０．７％の減となりました。 

  なお、丹波町農村情報連絡施設使用料４件で２万２，０５０円と、丹波町地域イントラネ

ットシステム使用料２件で１万５，５４０円につきまして、地方税法第２３６条第１項の規

定に基づきまして、不納欠損処理をさせていただいております。 

  次に、少しページを飛びまして、３４ページでございます。１４款国庫支出金は、総額１

２億６，６０５万１，６４４円で、対前年度比１４．２％の増となりました。 

  次に、４４ページ、１５款府支出金は、総額８億１，６１４万７，０４１円で、対前年度

比４．１％の減となりました。 
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  次に、７０ページでございます。１６款の財産収入につきましては、７，９９３万４，６

２７円で、対前年度比２．９％の増となりました。 

  ７４ページの１７款寄附金は、７０２万３，０００円で、対前年度比１０６．９％の大き

な増となりました。これは、ふるさと応援寄附金が３６件で４２１万５，０００円の寄附を

いただいております。また、消防施設整備事業寄附金として、２区から合わせて１３０万８，

０００円の寄附がありました。また、一般寄附金といたしまして、１件で１５０万円の寄附

をいただいており、増額となっております。 

  次、１８款繰入金につきましては、８億７，１０２万７,７２０円となり、対前年度比３

６．５％の増となっております。 

  ７６ページ、１９款繰越金につきましては、２５年度繰り越し事業分２億９，９９４万円

を含め、３億５，６３２万４，１７１円でございました。 

  ２０款諸収入は、総額２億４，０３４万３，１９０円で、対前年度比２９．０％の増とな

っております。 

  最後に、９４ページでございますが、２１款町債でございますが、総額１７億１，０８０

万円となり、前年度と比較しますと、３６．３％の増額となりました。 

  これは、過疎対策事業債を活用した過疎地域自立促進特別基金積立事業債に１億４１０万

円、道路改良事業債に６億３，９５０万円、グリーンランドみずほホッケー場改修事業債に

２，４５０万円、また、合併特例事業債を活用した振興基金積立事業債に１億５，３９０万

円、道路改良事業債に１億８，１１０万円、臨時財政対策債に４億１，１３０万円、また、

災害復旧事業債に９，１１０万円などが主な要因となってなっております。 

  前年度に引き続き、交付税算入のある有利な地方債の活用や新規発行債の抑制を図り、行

政改革大綱に掲げました実質公債費比率１８％以下に取り組んできたところでございます。 

  なお、今年度は１４．４％となり、前年度と同比率となっております。 

  以上で一般会計歳入の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出につきまして説明をさせていただきます。 

  １００ページからでございます。 

  １款議会費の総額は、１億２１０万６，０１１円で、対前年度比３．２％の増となりまし

た。 

  次に、１０２ページ、２款総務費の総額は、２５年度からの繰越事業分を含めまして、２

０億１，４２４万２，０１３円で、対前年度比２３．１％の減となりました。 

  総務費の主な事業といたしましては、５目財産管理費ですが、１１３ページ、土地の購入
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費でございます。まちづくり推進事業用地購入費として須知地内６筆、曽根地内２筆及び住

宅用地造成事業用地購入費として橋爪地内１０筆、中台地内３筆を購入し、３億６，７９８

万２，０００円を支出いたしております。これによりまして、土地開発公社先行取得用地の

全ての用地を買い戻すことができました。 

  次に、積立金では、財政調整基金に３，４２７万８，０００円、合併特例債を活用した振

興基金に１億６，４６１万８，０００円、先行取得用地活用対策基金に４，８６０万２，１

３１円、過疎地域自立促進特別基金に１億４１０万円などを積み立てて、合計が３億５，２

５８万６，１３１円を積み立てております。 

  次に、１１８ページでございます。 

  ９目諸費では、グリーンランドみずほ管理運営委託費に２，０００万円、和知駅振興委託

料として２７０万円を支出いたしております。また、グリーンランドみずほホッケー場改修

工事費として１億９，１１６万５，０２８円を支出しております。 

  １０目交通対策費では、１２３ページでございますが、町営バス運行事業特別会計繰出金

として６，４００万円の繰り出しを行っております。 

  次に、１２２ページ、１１目地域振興事業費では、１４地区の事業に対しまして、コミュ

ニティ活動助成として自治振興補助金６５０万８，０００円、また、協働のまちづくりを推

進し、住民自治組織の組織化を支援する住民自治組織まちづくり交付金を７団体に１６２万

２，７００円を交付しております。 

  次に、１２目電算管理費では、１２５ページでございますが、電算保守管理委託料に１，

４７１万５，４４４円、また、システム改修委託料として１，００５万１，０２０円を支出

いたしております。また、町村会システムサポート負担金として９８１万８，０００円など

を支出いたしております。 

  次に、２目賦課徴収費では、１３１ページでございますが、固定資産評価替えに係る固定

資産宅地評価見直業務委託料に６８０万８５０円、また、京都地方税機構負担金として１，

２０８万４，２２１円を支出いたしております。 

  次に、１３２ページからの４項選挙費でございますが、全体で２，４４９万３，７５０円

を支出しております。その内訳といたしまして、京都府知事選挙費では７４２万３，７４３

円、衆議院議員総選挙費では１，３５０万９，３８９円、京都府議会議員選挙費では３０５

万５，５３９円などを支出いたしております。 

  なお、総務管理費におきましては、５，９６０万５，０００円を２７年度に繰り越してお

ります。 
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  次に、１４０ページからの３款民生費の総額は２２億９，４４７万１，９４６円で、対前

年度比０．３％の減となったところでございます。 

  １項社会福祉費では、高齢者や障害をお持ちの皆さんが住みなれた地域で安心して自立し

た日常生活を営むことができる環境づくりのために１７億６４２万２，６２６円を支出して

おります。主な事業といたしましては、障害者自立支援事業や各種医療費給付事業等の扶助

費をはじめ、民生児童委員協議会活動補助金、社会福祉協議会専任職員等補助金、シルバー

人材センター運営補助金等各種補助金を支出したほか、消費税率の引き上げに際し、所得の

低い方々への負担の影響に鑑み、臨時的な給付措置として臨時福祉給付金事業に取り組みま

した。 

  また、１５３ページでは、後期高齢者医療広域連合に共通経費及び医療給付費負担金、合

わせまして１億９，８４７万９，２９１円を支出いたしております。 

  また、各特別会計への繰出金として、少しページを戻っていただきまして、１４５ページ

でございますが、国民健康保険事業特別会計繰出金として１億１，７４１万９，６４９円、

１５５ページでは、介護保険事業特別会計繰出金に３億６，５５２万９，４８０円、後期高

齢事務費及び後期高齢保険基盤安定繰出金に７，０４０万１，７４１円を合わせまして、５

億５，３３５万８７０円となっております。 

  ２項、児童福祉費につきましては、次代を担う子どもたちの健やかな育成を願って、５億

８，７８４万９，３２０円を支出しております。主なものといたしましては、すこやか祝金

やファミリーサポート事業委託料、チャイルドシート購入助成金、また、消費税率の引き上

げに際し、子育て世帯への影響を鑑み、緩和するとともに、消費の下支えを図る観点から、

臨時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金事業に取り組みました。 

  １５９ページからの扶助費では、中学生までの医療費助成、すこやか子育て医療給付費や

児童手当を支給しております。 

  ３目保育所費につきましては、保育所運営に要する経費として総額３億１，３４９万５，

２４０円を支出いたしました。 

  なお、児童福祉費におきましては、５４６万３，０００円を２７年度に繰り越しておりま

す。 

  次に、１６４ページ、４款衛生費は、総額１５億１７万５，７０４円で、対前年度比０．

４％の減となりました。 

  １項保健衛生費につきましては、町民一人ひとりが健康寿命を延ばし、いつまでも健やか

で心豊かな生活を送れるように、特定健診をはじめとする各種健診、健康相談事業、各種予



 

－４８－ 

防接種事業に係る経費を支出いたしております。 

  １７０ページ、４目環境衛生費では、環境保全、地球温暖化対策として、１７３ページで

ございますが、個人が設置された浄化槽３７基に対しまして、設置補助金５１４万４，００

０円を、また、住宅用太陽光発電システム設置補助金として、１８件で２０５万２，０００

円を支出するとともに、浄化槽市町村整備推進事業分といたしまして、下水道事業特別会計

に５，０９３万６，０００円の繰り出しを行っております。 

  次に、５目診療所費では、医療施設の運営に係る経費といたしまして、１７５ページです

が、南丹病院負担金として１，７６６万２，０００円、京丹波町病院に補助及び出資金とし

て総額３億５，６８８万４，１７６円を支出いたしております。 

  また、衛生費からは、火葬場維持管理並びに塵芥・し尿処分に係る分担金といたしまして、

船井郡衛生管理組合に総額２億４，０３４万４，８９０円を支出しております。 

  １７８ページ、３項でございますが、上水道費では繰出金として水道事業特別会計へ５億

３，５７９万５，０００円の繰り出しを行っております。 

  ５款労働費につきましては、義務的経費といたしまして、４万１６７円の支出をしており

ます。 

  次に、６款農林水産業費は、２５年度からの繰越事業分を含めまして、総額１３億８，０

２５万９，３２８円で、対前年度比３．９％の増となりました。 

  １項農業費では、主なものといたしまして、１８２ページでございますが、３目農業振興

費では、１８３ページからの有害鳥獣被害防止の関係事業費につきまして、有害鳥獣捕獲報

償金、広域捕獲委託料並びに有害鳥獣被害防止施設設置工事費等を合わせまして、６，４７

３万１，９７８円の支出をしております。 

  それと、農業公社運営補助金として１，７５０万円、農地保全多面的機能の増進を図るた

めの協定をした７１集落と１個人に対しまして、中山間地域等直接支払交付金に１億１，４

０５万６，９０３円、特産物等作付奨励金に１，３２１万２，６６４円、それと多面的機能

支払交付金市町村負担金事業として、施設の長寿命化負担金を４７組織に、また、農地維持

支払交付金等負担金を５１組織に、合わせまして２，３４８万４，８４９円を支出いたして

おります。 

  また、京力農場プラン事業では、青年就農給付金として９人の方に１，３５０万円、また、

集落営農発展型農場づくり事業補助金では、１，２１７万２，０００円などを支出いたして

おります。 

  ほんまもん京ブランド産地支援事業補助金では、パイプハウス９棟分の補助事業分等とし
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て２，１０７万１，０００円を支出いたしました。 

  次に、４目畜産業費では、１９１ページでございますが、鳥インフルエンザ発生農場跡地

活用事業では、跡地解体撤去工事費として７，１０７万５，８８０円を支出いたしておりま

す。また、畜産振興対策事業といたしまして、堆肥による土づくり事業補助金５７９万３，

６３０円を支出いたしております。 

  次に、５目農地費の工事請負費では、ため池改修工事費として安栖里区の豊昌池の改修工

事費に５，９５７万２，８００円、また、農林漁業事業補助金では、営農組織等が農業振興

を図る目的で、農業施設機械整備等の経費に対する補助金、また、平成２５年度に大きな被

害をもたらしました台風１８号及び昨年に大きな被害をもたらしました台風１１号、８月豪

雨において被災した農地、農業用施設の復旧事業に対し補助金を交付いたしました。一般分

では１７件で、災害分が２１６件の申請がありまして、合わせまして１億８，３２９万３，

０００円を支出いたしております。 

  また、農業集落排水事業分として、下水道事業特別会計に１億９，２５４万円の繰り出し

を行っております。 

  １９４ページからの７目農村情報施設管理費では、１９７ページの委託費として、ＣＡＴ

Ｖ施設保守点検管理等委託料、インターネット接続委託料、施設維持管理委託料等を合わせ

まして、１億３，１９２万２，６０５円を支出し、農業費の支出総額は、１２億２，６５１

万８，３０７円となりました。 

  なお、農業費におきまして、２，５７５万円を２７年度に繰り越しております。 

  次に、２項林業費でございますが、２目林業振興費では、２０３ページの工事請負費では、

林道管理塩谷長谷線開設工事費に２，６８５万２，９２０円などを支出したほか、負担金補

助及び交付金では、森林組合、生産森林組合への助成、林業の担い手支援として緑の担い手

育成事業や林業労働者新共済事業補助金、放置林の整備を支援するための森林整備地域活動

支援交付金、美しい森林づくり基盤整備交付金など、４，５２１万８，２５９円を支出し、

林業費の支出総額は１億５，１８５万２，０２１円となりました。 

  なお、林業振興費につきまして、９，２７７万５，０００円を２７年度に繰り越しており

ます。 

  次に、２０４ページの７款商工費は、総額７億４，６２９万８，８０５円で、対前年度比

６１３．４％の大きな増となりました。これは、機構改革により商工観光課が設置され、事

業の拡大が図られたためでございます。 

  ２目商工振興費では、２０９ページでございますが、商工会小規模事業経営支援事業に１，
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８６６万６，０００円、中小企業信用保証料補給金に４００万２８２円、営業資金融資利子

補給金に１６４万８３３円、プレミアム商品券発行事業補助金に７０万円、企業立地奨励金

に４５８万５，１８９円などを支出し、また、第三セクター、丹波地域開発株式会社に対し、

商業集積施設経営安定化補助金として３億２，５２９万円、また、土地の購入費として２億

８，１７１万円の支出をいたしております。 

  なお、商工振興費におきまして、３，６５４万１，０００円を２７年度に繰り越しており

ます。 

  また、３目観光費では、２１１ページからですが、質志鐘乳洞、わち山野草の森などの観

光施設等への管理委託料などを合わせまして、３，６７１万８，０４９円となり、観光費の

総額は７，２６５万５，２２０円となりました。 

  なお、観光費におきまして、４，３４３万円を２７年度に繰り越しております。 

  次に、２１２ページ、８款土木費でございますが、２５年度からの繰越事業を含めまして、

総額１８億９，３５３万１，０２３円で、対前年度比２７．２％の増となりました。 

  ２項道路橋梁費の２目道路維持費では、２１７ページの工事請負費でございますが、町道

１０６路線において維持修繕工事と２０路線で交通安全施設整備工事を行い、合わせまして

５，８６７万３，３２０円を支出いたしております。 

  次に、２１６ページ、３目道路新設改良費では、社会資本整備総合交付金、電源立地地域

対策補助金をはじめとして、単独事業を含めた改良工事等の実施、また、丹波パーキングエ

リア（仮称）と一体的な地域振興拠点整備事業として京丹波町地域振興拠点施設整備事業建

物工事費、町道古墳公園線舗装工事費、調整池整備工事費、道の駅「京丹波 味夢の里」整

備工事費等合わせまして、１４億２，６８７万５，０７７円を支出いたしております。 

  なお、道路新設改良事業につきまして、５億５６４万円を２７年度に繰り越しております。 

  次に、２２０ページからでございますが、３項河川費の１目河川総務費では、河川修繕工

事費として７河川の修繕及び１河川の浚渫に１，１９９万９，８８０円を支出いたしました。 

  ５項下水道費では、２２２ページでございますが、特定環境保全公共下水道事業分として

２億３，７３７万７，０００円を下水道事業特別会計に繰り出しております。 

  ６項住宅費では、２２５ページでございますが、住宅改良補助金として１１１件に７８１

万２，０００円、また、地域再建被災者住宅等支援補助金として４件で１５５万９，０００

円を支出いたしております。 

  なお、住宅管理費につきまして、８００万円を２７年度に繰り越しております。 

  次に、２２４ページ、９款消防費は、総額３億９，９２３万９，０１６円で、対前年度比
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０．８％の減となりました。 

  １目常備消防費では、京都中部広域消防組合負担金として２億５，７６１万４，０００円

を支出いたしております。なお、本町の負担率は１３．９４％となっております。 

  ２２８ページの３目でございますが、消防施設費では、防火水槽２基の設置や小型動力ポ

ンプ付積載車３台の更新等に４，０２４万４，７１４円を支出いたしております。 

  次に、２３０ページ、１０款教育費でございますが、総額７億５９０万８，６７６円で、

対前年度比０．４％の減となりました。 

  １項教育総務費につきましては、事務局経費並びに学童保育事業に係る経費などで１億６，

１４１万８，０３８円を支出いたしております。 

  ２３６ページの２項小学校費でございますが、児童の安心・安全な教育環境の整備を図る

ため、１億２，０５０万３，９５４円を支出いたしております。 

  １目学校管理費の２３７ページからでございますが、設備保守点検管理等委託料に５７２

万８，９３９円、機器物品等借上料に４６４万５，６５５円などを支出いたしております。 

  ２目教育振興費では、２４１ページでございますが、学習支援事業に係る指導員等の雇用

賃金といたしまして、１，２３８万４，９２９円を支出、また、要保護・準要保護及び特別

支援に４６０万７，９５８円の就学援助を行い、保護者の負担軽減を図ったところでござい

ます。 

  ３項中学校費につきましては、１目学校管理費の２４５ページでございますが、設備保守

点検管理等委託料に２７８万８，５３２円を支出いたしております。 

  ２４６ページからでございますが、２目教育振興費につきましては、小学校と同じく学習

支援、教諭の配置、学力診断テストを実施するなど、生徒の学力充実を目指した取り組みを

進めてまいりました。 

  また、２４９ページでございますが、要保護・準要保護及び特別支援に５９０万１，４５

４円の就学援助を行っております。 

  ５項社会教育費では、２５７ページでございますが、社会教育の充実・推進を図るため、

女性の会や人権啓発推進協議会など９団体に３３９万８，０００円を支出しております。 

  ６項保健体育費、２目体育施設費では、２６３ページの工事請負費といたしまして、和知

Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの改修工事費に１，２３１万２，０００円、また、下山グラウン

ド管理施設等改修工事費に３１３万２，０００円を支出いたしております。 

  なお、体育施設費につきまして、１，５５６万円を２７年度に繰り越しております。 

  次に、２６６ページ、１１款災害復旧費につきましては、平成２５年度に大きな被害をも
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たらしました台風１８号及び昨年に大きな被害をもたらしました台風１１号、８月豪雨にお

いて被災しました農道、農地、林道、河川の復旧事業に総額３億９，３０７万９，９８２円

を支出いたしております。 

  なお、災害復旧費について、２億３，９０３万６，０００円を２７年度に繰り越しており

ます。 

  次に、２６８ページ、１２款公債費でございますが、総額１５億４，４２４万６９４円で、

対前年度比０．２％の減となったところでございます。 

  平成１８年度から実質公債費比率抑制に向けて取り組み、２６年度の実質公債費比率は１

４．４％になりました。財政状況厳しい中、今後とも地方債発行の抑制に取り組むなど、財

政の健全化に努めてまいります。 

  以上、一般会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第２号 平成２６年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

につきまして説明をさせていただきます。 

  ２７２ページからでございます。 

  歳入総額は１９億９，６２９万９３６円で、対前年度比２．６％の減、歳出総額は１９億

７，６２９万８，３７１円で、前年度に比べ１．３％の減となりました。平成２６年度につ

きましては、前年度と比べ、国保税、療養給付費交付金、前期高齢者交付金など減額となっ

たものの、直営診療施設繰出金、また、国、府への返還金が減額となったことから、国保運

営基金からの繰り入れは行わずに済んでおりますし、歳入から歳出を差し引きました形式収

支、実質収支ともに１，９９９万２，５６５円の黒字決算となりました。 

  それでは、歳入でございますが、主な科目につきまして説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の２８１ページからでございます。 

  １款国民健康保険税は、総額３億７，８２４万５，４５４円で、対前年度に比べ２，４４

０万９，６８２円の減、６．１％の減となりました。徴収率は現年度分で９４．９％、過年

度分で２５．３％となり、前年度と比較し、現年度分で０．５ポイントの上昇となりました。

過年度分では５．０ポイントの低下となっております。 

  なお、地方税法の規定に基づきまして、７８人で１，１６９万２，８７８円の不納欠損処

理をさせていただいております。 

  ２８３ページ、３款でございます国庫支出金では、総額４億７，９６６万７０６円で、対

前年度比６．３％の増。 

  ２８５ページ、１４款療養給付費交付金は総額９，７４４万５，８５７円で、対前年度比
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３４．３％の減。 

  ５款前期高齢者交付金は、総額５億５，９１９万５，３８０円で、対前年度比２．２％の

減。 

  ６款、府支出金は、総額１億２，０４６万９，８２３円で、対前年度比６．８％の増。 

  ２８７ページ、７款でございますが、共同事業交付金は、総額１億９，０１５万５，８１

９円で、対前年度比０．２％の増。 

  ９款繰入金は、一般会計からの繰入金で、１億１，７４１万９，６４９円で、対前年度比

８．２％の増となりました。 

  続きまして、歳出の主な科目につきまして説明をさせていただきます。 

  ページを少し飛びまして、２９７ページからでございます。 

  ２款保険給付費は、総額１３億４，３０５万２，２９２円で、対前年度比０．９％の減と

なりました。療養給付費における一般被保険者の年間平均は４，３３７人で、一人当たりの

医療費は３４万９，３３４円と、前年度に比べ１万４，２６１円の増、退職被保険者の年間

平均は２８６人で、一人当たりの医療費は２８万７，４６９円で、前年度に比べ９万４，６

５８円の減額となったところでございます。 

  続いて、３０１ページ、３款でございますが、後期高齢者支援金は、総額２億５，１６４

万１，１４０円で、対前年度比３．８％の増、３０３ページでございますが、６款介護納付

金は、総額１億６２０万９，６０９円で、対前年度比０．７％の増、７款共同事業拠出金は、

総額１億８，９３３万７，６４２円で、対前年度比９．７％の増となっております。 

  ３０５ページでございますが、８款保健事業費では、総額３，２４３万８，５０９円で、

対前年度比１３．０％の減となりました。 

  ３０９ページでございますが、１１款諸支出金は、総額３，４３６万４，７２５円で、対

前年度比５２．６％の減となりました。諸支出金には主なものといたしまして、平成２５年

度分の国・府支出金等の返還金として１，６４１万６，４２５円を支出し、３１２ページで

は、京丹波町病院事業会計への繰出金として１，５２７万５，０００円を支出しております。 

  また、繰出金の内訳といたしましては、京丹波町病院分として、直営診療施設整備分、医

療用機械器具購入費に２７０万円、和知診療所分としてへき地診療所運営費分に９９６万７，

０００円、また、歯科診療所分としてへき地診療所運営費分に２３４万９，０００円及び直

営診療施設整備分、医療用機械器具購入費に２５万９，０００円の支出の繰り出しを行って

おります。 

  以上、国民健康保険事業特別会計の説明とさせていただきます。 
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  続きまして、認定第３号 平成２６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について説

明をさせていただきます。 

  ３１３ページからでございます。 

  歳入総額２億１，４７８万２，８８７円で、対前年度比４．４％の増。歳出総額２億１，

２０３万７，４９７円で、対前年度比４．８％の増。形式収支、実質収支ともに２７４万５，

３９０円の黒字決算となりました。 

  歳入につきましては３１８ページの事項別明細書からご説明をさせていただきます。 

  主な歳入科目ですが、１款保険料は、特別徴収、普通徴収合わせまして、１億３，８６８

万７，３９２円、対前年度比０．８％の増となりました。 

  なお、収入未済額欄につきましては、収入未済額の中に過誤納金を含んでおりますが、こ

れは過誤納金の還付が日数を要し、年度末の発生分につきましては翌年度の還付となるため

でございます。実質の徴収率は現年度分で９９．９％となったところでございます。 

  ３款繰入金では事務費、保険基盤安定分を合わせまして、一般会計から７，０４０万１，

７４１円を繰り入れております。 

  主な歳出につきましては、３２２ページ、２款でございますが、後期高齢者医療広域連合

納付金では、４月から３月までの保険料負担金として１億３，９３５万２，７３８円、保険

基盤安定負担金として６，８２４万５８３円を支出しております。 

  ３款保健事業費では、３２５ページでございますが、人間ドック助成金を４１件分で１５

０万２，６６７円を支出しております。 

  以上、後期高齢者医療特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第４号 平成２６年度介護保険事業特別会計事業勘定歳入歳出決算につ

いて説明をさせていただきます。 

  ３２６ページからでございます。 

  歳入総額は、２０億９，０７６万１，６１５円で、対前年度比５．４％の増、歳出総額は、

２０億６，３０６万８，８４３円で、対前年度比４．５％の増となり、形式収支、実質収支

ともに２，７６９万２，７７２円の黒字決算となりました。 

  介護保険の状況でございますが、２７年３月末で第１号被保険者数は５，８４９人で、総

人口１万５，４０５人に占める割合は３８．０％となったところでございます。また、要介

護認定者数は、第１号、第２号被保険者合わせまして１，１５３人、居宅介護サービス受給

者は６６４人で、認定者の５７．６％、施設介護サービス受給者は２６５人で、認定者の２

３％となっております。 
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  歳入につきましては、事項別明細書３３３ページからでございますが、主なものといたし

まして、１款保険料は、総額３億５，５６１万６，０００円で、対前年度比１．１％の増、

現年度分の徴収率は９９．１％となったところでございます。 

  また、介護保険法第２００条の規定により、１１０人分２２６万４，６００円の不納欠損

処理をさせていただいております。 

  次に、３款国庫支出金でございますが、総額５億４，３６８万１，３９２円を支出してお

ります。 

  ３３５ページ、４款でございますが、支払基金交付金では５億８，９７２万１，２１６円、

５款府支出金では３億１，５５２万７，４３９円を受け入れをいたしました。 

  ３３７ページ、７款繰入金では、一般会計から２億７，７５２万９，４８０円を繰り入れ

をいたしております。 

  なお、介護保険給付費準備基金からの繰り入れは行っておりません。 

  ３款の国庫支出金、５億４，３６８万１，３９２円は受け入れの分でございます。済みま

せんでした。 

  主な歳出といたしましては、３４３ページでございますが、２款保険給付費でございます

が、居宅介護、施設介護等の１項介護サービス等諸費といたしまして、１７億５，９３９万

５５０円、３０４ページ、２項介護予防サービス等諸費５，７０３万９，５３９円など、保

険給付費総額は、１９億７，２９２万２，７５７円を負担したところでございます。前年度

と比べまして、７，４４１万７，８２７円の増額、対前年度比３．９％の増額となりました。 

  続きまして、３４７ページの３款でございますが、地域支援事業費では、ミニデイサービ

ス事業委託料など介護予防支援事業に総額４，９００万５，８４６円を支出いたしておりま

す。 

  以上、介護保険事業特別会計事業勘定の説明とさせていただきます。 

  続きまして、平成２６年度介護保険事業特別会計サービス事業勘定歳入歳出決算につきま

して説明をさせていただきます。 

  ３５５ページからでございます。 

  歳入総額は７０１万９，７１０円で、対前年度比５．８％の増、支出総額は６１３万６，

０６６円で、対前年度比６．９％の減となり、形式収支、実質収支ともに８８万３，６４４

円の黒字決算となりました。 

  ３６０ページからでございますが、歳入でございます。 

  １款サービス収入は、居宅支援サービス計画費収入と委託費直営件数を合わせまして、１，
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６４６件で、６９７万３，５００円の収入でございます。 

  ３６２ページ、歳出につきましては、２款事業費が主なものでございまして、歳入で受け

入れました町内８、町外５の事業者への介護予防サービス計画作成委託料に５２２万４，２

４０円が主な支出でございます。 

  以上、介護保険事業特別会計サービス事業勘定の説明とさせていただきます。 

  続きまして、平成２６年度介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定歳入歳出決算

の説明をさせていただきます。 

  ３６４ページからでございます。 

  歳入総額は１億６，４７３万６，４５３円、歳出総額は１億６，４３４万３，４７７円で、

形式収支、実質収支ともに３９万２，７９６円の黒字決算となりました。 

  施設の利用状況は、入所の延べ利用者数が３，８６１人で、１日当たりの介護報酬は１１

万６，６５３円、短期入所の延べ利用者数は１，４５２人となりました。 

  歳入の主なものといたしましては、３６９ページ、１款サービス収入では、居宅介護が１，

８３３万３，８７７円、施設介護が４，２５７万８，３７９円など、合わせまして６，０９

１万２，２５６円の収入となりました。 

  ３款繰入金では、一般会計から８，８００万円を繰り入れております。 

  次に、歳出でございます。 

  ３７３ページ、１款総務費では、医師、看護師、介護支援専門員等の人件費及び施設の運

営経費といたしまして、１億４，７４１万３，１１４円を支出いたしております。 

  ３７５ページ、２款、介護サービス事業費では、医薬材料費、給食業務委託料など、１，

６９３万３６３円を支出いたしております。 

  以上、介護保険事業特別会計老人施設サービス勘定の説明とさせていただきます。 

○議長（野口久之君） これより暫時休憩いたします。２時２５分まで。 

休憩 午後 ２時１３分 

再開 午後 ２時２５分 

○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続き会議を続けたいと思います。 

○会計管理者（谷口 誠君） 引き続きお世話になります。よろしくお願いします。 

  続きまして、認定第５号 平成２６年度京丹波町水道事業特別会計歳入歳出決算につきま

して、ご説明をさせていただきます。 

  ３７９ページからでございます。 

  歳入総額１３億５，２７６万９，４１１円で、対前年度比９．９％の減、歳出総額１２億
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９，３１９万１，０４２円で、対前年度比１２．６％の減となりました。歳入から歳出を差

し引きました形式収支は５，９５７万８，３６９円、翌年度へ繰り越すべき財源５，１６３

万円を差し引きました実質収支額は７９４万８，３６９円となり、形式収支、実質収支とも

に黒字決算となりました。 

  平成２６年度末での給水件数は６，９５２件、給水人口は１万５，３４１人となったとこ

ろでございます。 

  歳入につきましては、事項別明細書３８４ページから、ご説明をさせていただきます。 

  １款、分担金及び負担金、１項、分担金につきましては、新規加入３８件、１，１２３万

２，０００円の収入で、対前年度比９．７％の増となりました。 

  ２款、使用料及び手数料の水道使用料は、総額５億２９０万９，６５４円の収入で、対前

年度比０．８％の増となりました。 

  また、現年度分の徴収率は９７．８％となったところでございます。 

  なお、収入未済額は８，９３２万６，７０１円となっております。また、１０件分、８５

２万１，８５０円の不納欠損処理をさせていただいております。 

  ３款、国庫支出金では、水道施設整備並びに簡易水道施設整備費補助金で、総額４，５５

９万１，０００円、府支出金では、ふるさとの水確保対策事業費補助金１，８１０万４，８

００円をそれぞれ受け入れております。 

  ３８６ページ、６款、繰入金では、一般会計から５億３，５７９万５，０００円、水道基

金から２，５００万円を繰り入れております。対前年度比８．８％の増となっております。 

  ３８８ページ、９款、町債は、統合簡易水道事業の財源として、１億８，８００万円を借

り入れました。 

  続きまして、３９０ページの歳出でございます。 

  １款、水道管理費は、人件費、水道施設の維持管理経費をはじめ、３９３ページ、工事請

負費では、町道蒲生野南北線配水路整備に伴う水道管移設工事費等、また、１００件の維持

補修工事代金など、４，３２３万５，１６６円を支出しております。 

  ３９５ページ、積立金では、水道事業基金など、２，２８１万７，０００円の積み立てを

いたしております。なお、工事請負費におきまして、３，６００万円を平成２７年度に繰り

越しております。 

  次に、３９４ページ、２款、施設費、１目、水道施設費では、平成２５年度繰り越し事業

を含めまして、丹波瑞穂地区の統合簡易水道整備工事代金として、１億３，１４０万３，６

００円を支出いたしております。 
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  ２目、簡易水道施設費では、平成２５年度繰り越し事業を含めまして、和知地区の統合簡

易水道工事代金として、６，１４３万７，８８０円を支出しております。 

  なお、施設費におきまして、１，５６３万円を平成２７年度に繰り越しをいたしておりま

す。 

  ３９６ページ、３款、公債費では、７億２１６万４，１６４円を償還いたしました。 

  以上、水道事業特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第６号 平成２６年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算につき

まして、説明をさせていただきます。 

  ３９８ページからでございます。 

  歳入総額が９億３，２０８万３，７２５円で、対前年度比１．９％の増、歳出総額は９億

２，６９５万７，７３２円で、対前年度比３．４％の増となりました。歳入から歳出を差し

引きました形式収支、実質収支ともに、５１２万５，９９３円の黒字決算となりました。 

  京丹波町の下水道の状況は、町内２３処理区におきまして、計画戸数４，５２９戸、加入

件数３，９６５戸、使用件数３，６４１戸で、施設使用率は９１．８％となったところでご

ざいます。 

  また、合併処理浄化槽につきましては、設置対象基数が１，９７０基で、設置基数は１，

４１５基、整備率は７１．８％となりました。 

  それでは、歳入の主なものにつきまして、事項別明細書４０３ページから説明をさせてい

ただきます。 

  １款、分担金及び負担金では、各事業の新規加入分担金、事業費分担金として、１，３２

０万６，０００円を受け入れております。 

  ２款、使用料及び手数料、１項、使用料では、各事業合わせまして、２億５，３３０万３，

４６１円の収入で、対前年度比３．９％の増となりました。現年度分の徴収率は９７．６％

となったところでございます。 

  なお、収入未済額につきましては、３，６７７万８，０９５円となっております。また、

１５件分、５万４，１００円の不納欠損処理をさせていただいております。 

  ４０７ページ、３款、国庫支出金では、農業集落排水事業国庫補助金として、１，９３０

万円を受け入れております。 

  ６款、繰入金では、一般会計からそれぞれの事業に総額４億８，０８５万３，０００円を

繰り入れております。 

  ４０９ページ、９款、町債では、総額１億４，１８０万円を借り入れたところでございま
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す。 

  次に、歳出でございます。 

  ４１３ページ、２款、下水道費では、総額３億４，８８７万１，１２４円を支出、主なも

のといたしまして、１項、農業集落排水費では、４１６ページでございますが、施設の維持

管理に係る委託料として、船井郡衛生管理組合等に５，７１６万５，０７８円を支出いたし

ました。 

  ２項、公共下水道費では、施設の維持管理費に係る委託料として、４２０ページですが、

船井郡衛生管理組合などに６，９４０万８，８４１円を支出いたしております。 

  ３項、浄化槽市町村整備推進施設費では、４２２ページですが、施設の維持管理に係る委

託料として、船井郡衛生管理組合等に９，３５５万４，５１２円を支出いたしました。 

  ３款、公債費では、５億４，３５８万１，３８２円を償還いたしております。 

  以上、下水道事業特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第７号 平成２６年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算につきま

して、説明をさせていただきます。 

  ４２５ページからでございます。 

  歳入総額が２３万７７２円、歳出総額２３万７７２円で、形式収支、実質収支ともにゼロ

円の決算となりました。 

  ４３０ページ、歳入につきましては、１款、財産収入で、土地開発基金の利子２３万７７

２円を受け入れ、４３２ページで、歳出において、土地開発基金に２３万７７２円を繰り出

しております。 

  以上、土地取得特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第８号 平成２６年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算

につきまして、説明をさせていただきます。 

  ４３４ページからでございます。 

  歳入総額２８２万４，２６７円で、対前年度比１８．７％の増、歳出総額２８０万５，０

００円で、対前年度比１８％の増となりました。形式収支、実質収支ともに１万９，２６７

円の黒字決算となりました。 

  ４３９ページ、歳入の主なものにつきまして、３款、繰入金では、一般会計及び育英基金

から２７８万７，０００円を繰り入れております。 

  ４４１ページ、歳出では、２款、育英費につきまして、２７６万円を、大学生１５名、高

校生８名に対しまして給付いたしております。 
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  以上、育英資金給付事業特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第９号 平成２６年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算

につきまして、説明をさせていただきます。 

  ４４３ページからでございます。 

  歳入総額１億５９０万７，５８０円で、対前年度１１．７％の増、歳出総額１億５５７万

３，３３８円で、対前年度比１１．６％の増となりました。形式収支、実質収支ともに３３

万４，２４２円の黒字決算となりました。 

  平成２６年度のバスの一般乗客数は、延べ人数で３万４，９５２人で、１日平均１１９人

の利用となりました。 

  それでは、事項別明細書４４８ページ、歳入でございますが、１款、事業収入は、運賃収

入で１，１２５万１，１７６円、スクールバス認定路線を受託運行しております受託収入は、

１，８７４万２，４５０円、合わせまして、２，９９９万３，６２６円の収入となりました。 

  ３款、繰入金では、一般会計から６，４００万円の繰り入れを行っております。 

  ４５２ページからの歳出でございますが、１款、事業費は、人件費及びバス等の維持管理

運営費を主なものとしております。 

  なお、過疎対策事業債を活用して、バス２台の購入を行っております。総額９，８９１万

９，３８２円を支出しております。 

  以上、町営バス運行事業特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、財産に関する調書につきまして、説明をさせていただきます。 

  ４５６ページからの公有財産でございますが、土地建物の増減の状況のみ説明をさせてい

ただきます。 

  ４５８ページ、行政財産におけます土地及び建物でございます。 

  まず、その他の行政機関、警察（消防）施設でございますが、土地におきまして、橋爪防

火水槽用地を取得し、９６平方メートルの増加となりました。 

  公共用財産、公園、土地につきましては、双生運動公園用途廃止に伴い、普通財産に移管

いたしましたので、６，００５平方メートルの減少となりました。 

  建物、木造につきましては、同じく双生運動公園の用途廃止に伴い、管理棟を普通財産に

移管いたしましたので、１４８平方メートルの減少となりました。 

  また、建物、非木造につきましては、同じく双生運動公園の用途廃止に伴い、倉庫を普通

財産に移管しましたので、９平方メートルの減少となりました。 

  その他の施設につきましては、高屋川改修工事に伴い、下山小学校グラウンド用地の売却
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及び町道への用地変更により、１，４５７平方メートルの減少、同じく、高屋川改修工事に

伴う下山小学校グラウンド用地の現況面積の確定により、５４９平方メートルの増加、和知

地区防火施設の西部低区配水池取得により、２，９９０平方メートルの増加分を差し引きい

たしまして、２，０８２平方メートルの増加となりました。 

  また、建物、非木造につきましては、蒲生野団地前のストックヤード設置に伴い、９０平

方メートルの増加となっております。 

  ４６０ページの普通財産におけます土地及び建物でございます。 

  公共用財産、その他施設、土地につきましては、土地開発公社から買い戻しました用地で

すが、まちづくり推進事業用地の取得として、須知区内、曽根区内に１万１，４４０平方メ

ートルの増加、また、住宅造成事業用地取得として、橋爪区内、中台区内に１万４，４９９

平方メートルの増加、丹波地域開発株式会社からの商業集積施設用地取得として、１万４，

９２９平方メートルの増加、双生運動公園用途廃止に伴い、行政財産から移管いたしまして、

６，００５平方メートルの増加、府道京丹波三和線用地取得として、２１平方メートルの増

加となりました。これを差し引きいたしまして、４万６，２５７平方メートルの増加となっ

ております。 

  ４６０ページの建物につきましては、双生運動公園用途廃止に伴い、管理棟を行政財産か

ら移管いたしましたので、１４８平方メートルの増加、また、建物、非木造につきましても、

双生運動公園の用途廃止に伴い、倉庫を行政財産から移管いたしましたので、９平方メート

ルの増加となりました。また、道の駅「京丹波 味夢の里」の建屋新設に伴い、４，１７９

平方メートルの増加となっております。 

  続きまして、４６２ページ、出資による権利でございますが、まず、一般財団法人京都府

森と緑の公社への出資金ですが、京都府森と緑の公社の再生計画許可決定の確定に伴い、公

社解散、清算手続となりました。公社資産は、全て金融機関及び京都府への債務弁済に充て

られ、残余財産がなく、市町村への出資金払い戻し請求権の全額につきまして、免責される

ことが確定となりました。 

  この内容に基づきまして、京丹波町財務規則第２２８条第２項第４号により、公社への出

資金の全部が消滅したものとみなし、京丹波町財務規則第５７条に基づき、不納欠損処分と

して処理をさせていただき、２５万円の減額となりました。 

  また、グランベール京都ゴルフ倶楽部入会預託金につきましては、経営者の変更に伴いま

して、２，０５０万円が町に返還されましたので、２，０５０万円の減額となり、合わせま

して２，０７５万円の減額となっております。 
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  次に、４６３ページの物品につきまして、説明をさせていただきます。 

  車両・船舶類では、消防車両４台の更新と４台の廃車、及び公用車６台の購入と２台廃車

により、合わせて４台の増加となりました。 

  なお、公用車は町営バス２台の購入と２台の廃車を含んでおります。 

  事務用機械器具類では、総務課に投票用紙計数機１台の購入により１台の増加、機械器具

類では、和知支所に除雪機１台、情報センターに雷害対策機器１台、教育委員会にプール清

掃用掃除機１台とプール清掃用全自動ロボット１台、土木建築課に米粉食品対応製粉機１台

の購入により５台の増加、軽機械・用具類では、和知給食センターに冷凍庫１台の購入と冷

凍庫１台の廃棄、また、丹波給食センターに給湯器１台の購入と給湯器１台の廃棄によりま

して、増減はゼロとなっております。 

  電気・通信器具類では、土木建築課に土木設計積算システムサーバー１台、教育委員会に

下山小学校グラウンド音響設備１台、情報センターに文字放送自動読み上げシステム１台、

気象情報デジタル化システム３台、ＩＰ告知放送システム監視サーバー８台の購入と、ＩＰ

告知放送システム監視サーバー８台の廃棄に伴い、６台の増加、運動・娯楽用品類では、子

育て支援課にスイングサポートフレーム１台の購入により、１台の増加、雑品類では、教育

委員会に、小学校学習支援ソフト４台、小学校セキュリティーソフト４台、中学校学習支援

ソフト４台、中学校セキュリティーソフト４台の購入により、１６台の増加となっておりま

す。 

  次に、４６４ページの基金でございますが、現金の一般会計では、主なものといたしまし

て、財政調整基金では３億８，５７２万２，０００円、先行取得用地活用基金では３億１，

９３７万９，８６９円を取り崩しております。 

  なお、長年の懸念となっておりました先行取得用地につきましては、全て買い戻しをする

ことができました。 

  また、振興基金では、１億６，４６１万８，０００円、過疎地域自立促進特別基金では、

４，３０２万５，０００円を積み立てております。 

  平成２６年度末現在では、４８億６，９９５万４，９５１円となりました。 

  以上、財産に関する調書の説明をさせていただきます。 

  続きまして、認定第１０号 平成２６年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算につ

きまして、ご説明をさせていただきます。 

  なお、これから６つの財産区特別会計の決算説明をさせていただきますが、財産に関する

調書は、説明を省略させていただきます。 
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  ４６６ページからでございます。 

  歳入総額１７９万５，７９８円、歳出総額１７１万７，０４２円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに７万８，７５６円の黒字決算となったところでございます。 

  ４７１ページ、歳入でございますが、１款、財産収入の主なものといたしましては、須知

地区財産運用収入といたしまして、駐車場貸付料１３万円、携帯電話通信鉄塔敷地料２７万

１，４１６円となっております。 

  ２款、寄附金では、枝打ち、間伐等の森林管理に係る寄附金といたしまして、３９万３，

５００円を受け入れております。 

  ３款、繰入金では、竹野地区におきまして１１万８，０００円の基金繰入を行っておりま

す。 

  ４７５ページ、歳出でございますが、須知地区では、委員報酬のほか、敬老祝賀式、区長

会への補助金といたしまして、４２万１，０００円を支出、また、財政管理調整基金に１６

万５，０００円の積み立てを行っております。 

  竹野地区では委員報酬のほか、小学校卒業記念品の助成、また、財政管理調整基金に６８

万７，９４４円を積み立てております。 

  以上、須知財産区特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第１１号 平成２６年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算につ

きまして、説明をさせていただきます。 

  ４８１ページからでございます。 

  歳入総額２４万３，９３５円、歳出総額１５万６９１円、歳入歳出差引額、実質収支額と

もに９万３，２４４円の黒字決算となりました。 

  ４８６ページ、歳入では、２款、寄附金２１万９，３００円、これは当財産区内７３１戸

に一律３００円として寄附を集めたものが主な収入でございます。 

  次に、４８８ページ、歳出でございますが、委員報酬、区長報償に９万１，５００円を支

出し、また、木ノ谷林道管理委託料４万円を支出いたしております。 

  以上、高原財産区特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第１２号 平成２６年度京丹波町桧山財産区歳入歳出決算につきまして

説明をさせていただきます。 

  ４９２ページでございます。 

  歳入総額１，７９５万２，７８７円、歳出総額１，６１３万７，３３４円、歳入歳出差引

額、実質収支額ともに１８１万５，４５３円の黒字決算となりました。 
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  ４９７ページ、歳入でございますが、１款、財産収入で、瑞穂ゴルフ倶楽部をはじめとす

る土地貸付料に、１，４４１万３，２２０円が主な収入でございます。 

  ５０１ページ、歳出でございますが、１款、総務費、１目、一般管理費では、委員報酬等

のほか、財政調整基金に２０４万３，０００円の積み立てを行っております。 

  ２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料として、３２０万円。５０３ページ、３目、

諸費では、構成地区の各団体への活動補助金や、山林高度利用補助金として、７６５万３，

０００円を支出いたしております。また、公民館事業への繰出金として、７０万円を繰り出

しております。 

  以上、桧山財産区特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第１３号 平成２６年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算につ

きまして説明をさせていただきます。 

  ５０８ページでございます。 

  歳入総額６６５万３，７８７円、歳出総額５９６万７，２３４円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに６８万６，５５３円の黒字決算となりました。 

  ５１３ページの歳入でございますが、１款、財産収入では、携帯電話敷地等への土地貸付

収入５５１万９，０４２円、また、土地及び立木の売払収入６４万３，５９２円が主な収入

でございます。 

  次に、５１７ページ、歳出でございますが、１款、総務費、１目、一般管理費では、委員

報酬等のほか、財政調整基金に１０万円の積み立てを行っております。 

  ２目、財産管理費では、地元区へ土地貸付補償費として、３３３万９１６円を、また、３

目、諸費では、梅田振興会補助金として、１００万円の助成が主な支出でございます。 

  公民館事業への繰出金として３０万円を繰り出しております。 

  以上、梅田財産区特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第１４号 平成２６年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算に

つきまして、説明をさせていただきます。 

  ５２３ページでございますが、歳入総額３４０万６，４５０円、歳出総額２３３万６，９

９２円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１０６万９，４５８円の黒字決算となりました。 

  ５２８ページ、歳入でございますが、１款、財産収入では、地元８集落への土地の貸付収

入、マツタケ山入札金で７万４，０００円、２款、繰入金では、財政調整基金から１５０万

７，０００円の繰り入れが主な収入でございます。 

  次に、５３２ページ、歳出でございます。 
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  主な支出につきましては、１款、総務費、１目、一般管理費では、委員報酬のほか、財政

調整基金に１８万円の積み立てを行っております。 

  ５３４ページ、３目、諸費では、地元３団体への活動補助金として６０万円の助成をしま

した。 

  また、公民館事業への繰出金として、３０万円を繰り出しております。 

  以上、三ノ宮財産区特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第１５号 平成２６年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算につ

きまして、説明をさせていただきます。 

  ５３８ページからでございます。 

  歳入総額３６６万２，６９８円、歳出総額３００万９，１６９円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに６５万３，５２９円の黒字決算となりました。 

  ５４３ページ、歳入でございますが、１款、財産収入で、地元７地区並びに３法人に対し

ての土地貸付料２７５万２００円が主な収入でございます。 

  次に、５４７ページ、歳出でございますが、１款、総務費、１目、一般管理費では、委員

報酬等のほか、管理運営基金に５７万３，０００円の積み立てを行っております。 

  ２目、財産管理費では、直営林保育作業の委託料といたしまして、８０万円、また、林道

維持管理事業等補助金といたしまして、２３万円を支出しております。 

  ３目、諸費では、遺族会への活動補助金並びに貸付林等高度利用補助金として、３１万７，

２００円を支出いたしました。 

  また、公民館事業への繰出金として、３０万円を繰り出しております。 

  以上、質美財産区特別会計の説明とさせていただきます。 

  続きまして、認定第１６号 平成２６年度国保京丹波町病院事業決算につきまして、説明

をさせていただきます。 

  病院事業会計の別冊子になります。１４ページをまずごらんいただき、全体の事業報告を

させていただきたいと思います。 

  本年度から、この病院事業会計は、昭和４１年以来、４６年ぶりに改正された地方公営企

業会計制度の新基準を適用することとなりました。市町村等の主体性を持たせることを目的

をする改革推進の一環として、資本制度や会計基準の見直しが大幅に行われ、財務諸表の姿

が変化することにより、地方公営企業の財務会計面での自由度を高めるとともに、経営状況

の透明性を高める趣旨で進められております。 

  今後におきましては、この会計情報をうまく活用しながら、中長期経営計画を立て、料金
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改正や組織形態の見直し等々、活用してまいりたいと考えております。 

  平成２６年度におきましても、前年度に引き続き、京丹波町医療等審議会の答申を尊重い

たし、町民が安心して利用できる「私たちの町の私たちの病院」運営を目指し、積極的な取

り組みを実践してまいりました。 

  また、第３回目を迎えました、京丹波町地域包括医療発表会では、町内外から約３５０名

のご来場をいただき、大盛況で終えることができました。 

  それでは、１５ページからの各施設の状況を説明させていただきます。 

  京丹波町病院ですが、患者さんの動向といたしまして、入院患者数は年間延べ１万１，２

８８人で、前年度に比べて７３１人の増、外来患者数は年間延べ３万３，６７６人で、前年

度に比べ８２４人の増、地域包括ケア事業・訪問事業ですが、利用者については、年間延べ

３，２６０人で、前年度に比べまして９１１人の増となりました。 

  次に、質美診療所の概況でございますが、外来患者数は年間延べ９２０人で、前年度に比

べて９人の減となりました。 

  次に、和知診療所の概況といたしましては、外来患者数は年間延べ１万３，３００人で、

前年度に比べ１，３３７人の減となりました。これは、非常勤医師の勤務体系変更により、

医師の週変わりで勤務する日があったため、患者の定着ができなかったものと考えられます。 

  地域包括ケア事業・訪問事業ですが、利用者につきましては、年間延べ３４４人で、前年

度に比べ２１４人の減となりました。 

  次に、和知歯科診療所の概況でございます。外来患者数は年間延べ８，２４６人で、前年

度に比べ７５１人の増となりました。これは、新規患者数の増加及び毎週の土曜日診療の定

着化によるものと考えられます。 

  それでは、決算書により、説明に入らせていただきます。 

  ページを戻っていただきまして、９ページでございますが、損益計算書でございますが、

１の医業収入では、入院収益が２億７，６３９万８，９２５円、外来収益は、３億４，１７

２万９，５７２円、その他医業収入は８，７１１万４，１５３円で、合計７億５２４万２，

６５０円となりました。 

  ３の医業外収益では、一般会計等からの補助金といたしまして、１，２４８万４，０００

円、企業債償還利子分等として負担金交付金２億５６６万２，０１４円、また、新規項目と

して、長期前受金戻入といたしまして、２，６３０万７，２９１円を計上しております。こ

れを主なものといたしまして、２億５，０７３万４円の収益となり、合わせまして、病院事

業収益は９億５，５９７万２，６５４円となりました。 
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  次に、２の医業費用でございますが、主なものは、給与費が５億４，６０２万５，４６５

円、医薬等材料費は７，２２８万６，３９１円、経費は１億９，１４３万７，９４１円、医

業費用の合計は、８億７，２５３万５，５２２円となったところでございます。 

  ４の医業外費用では、支払利息２，０５９万２，０１４円、繰延勘定償却では、２，１２

６万１，８３０円を主なものとしております。 

  主なものといたしまして、４，３４８万９，９９０円を支出し、病院事業費用は９億１，

６０２万５，５１２円となり、収支差し引きしますと、３，９９４万７，１４２円の純利益

となったところでございます。 

  次に、戻りまして、５ページでございますが、資本的収支でございますが、収入の他会計

出資金、一般会計からの繰入金ですが、京丹波町病院に１億１，７２６万６，４２４円、和

知診療所に２３万７，５０４円、和知歯科診療所に７８万８，２３４円を合わせまして、１

億１，８２９万２，１６２円となりました。 

  また、国の国民健康保険調整交付金いたしまして、国保会計を経由して、医療機器設備に

対して、京丹波町病院分として２７０万円、和知歯科診療所分として、２５万９，０００円

を合わせまして、２９５万９，０００円を受け入れ、資本的総収入額が１億２，１２５万１，

１６２円となりました。 

  ７ページの支出でございますが、企業債償還金ですが、京丹波町病院１億１，７２６万６，

４２４円、和知診療所２３万７，５０４円、和知歯科診療所７８万８，２３４円を合わせま

して、１億１，８２９万２，１６２円となりました。 

  また、建設改良費ですが、京丹波町病院では、洗浄機や自動分包機械、非常用自家発電機

等々の更新を行い、２，１９９万４０８円を支出しております。また、和知診療所では、リ

ハビリ室トイレのパーテーションの取り替えを行い、６５万８，８００円を支出しておりま

す。また、和知歯科診療所では、高圧蒸気滅菌器とデジタルレントゲン撮影装置の更新を行

い、７７万７，６００円を支出し、合わせまして２，３４２万６，８０８円の支出となり、

合計１億４，１７１万８，９７０円となりました。 

  なお、収支の不足分２，０４６万７，８０８円につきましては、過年度分損益勘定留保資

金で補填をいたしました。 

  以上、国保京丹波町病院事業会計の説明とさせていただきます。 

  これで認定第１号から第１６号までの決算説明とさせていただきます。 

  ご審議いただきまして、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） ここで暫時休憩をいたします。 
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休憩 午後 ３時０６分 

再開 午後 ３時０７分 

○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  認定第１号 平成２６年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１

６号 平成２６年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定についてまでの審査については、

１４人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと

思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号から認定第１６号は、１４人の委員で構成する決算特別委員会を設置

し、これに付託し、審査することに決定しました。 

  暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時０８分 

再開 午後 ３時０９分 

○議長（野口久之君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま、設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

３項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり指名したいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり

選任することに決しました。 

  決算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時１０分 

再開 午後 ３時１１分 

○議長（野口久之君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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  決算特別委員会において、正副委員長が決定しましたので、報告いたします。 

  委員長に梅原好範君、副委員長に東まさ子君、以上のとおりであります。よろしくお願い

をいたします。 

 

《日程第３７、報告第３号「健全化判断比率について」～日程第４４、報告第１０号「一般財

団法人和知ふるさと振興センターに関する経営状況について」》 

○議長（野口久之君） 日程第３７、報告第３号「健全化判断比率について」から日程第４４、

報告第１０号「一般財団法人和知ふるさと振興センターに関する経営状況について」までを

一括議題とします。 

  町長の説明を求めます。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） それでは、まず、報告第３号及び第４号について説明いたします。 

  報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健

全化判断比率として、次の４指標について報告するものであります。 

  まず、普通会計を対象とし、赤字の程度を指標化した「実質赤字比率」は、収支赤字がな

いため該当せず、また、財産区を除く全ての会計を対象とし、全体としての赤字の程度を指

標化する「連結実質赤字比率」につきましても、収支赤字がなく該当はありません。 

  次の、借入金の返済額等を指標化して、資金繰りの危険度を示す「実質公債費比率」につ

きましては、前年度から増減なく１４．４％となっております。 

  なお、同比率に係る早期健全化基準は２５％であります。 

  また、借入金や将来にわたる負担の現時点での残高を指標化し、将来の財政負担の圧迫度

を示す「将来負担比率」につきましては、１２１．０％でありました。これは、平成２５年

度決算の１１７．２％に比べ、３．８ポイント増加しております。 

  なお、同比率に係る早期健全化基準は３５０％となっております。 

  以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。 

  次に、報告第４号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より、公営企業の資金不足比率を報告するものであります。 

  本町では、国保京丹波町病院事業会計、水道事業会計及び下水道事業会計が対象となりま

すが、いずれも該当しませんでした。 

  なお、同比率の経営健全化基準は２０％となっております。 

  以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。 
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  報告第５号 グリーンランドみずほ株式会社の経営状況につきましては、営業外収益等を

含む総収益は１億３，５４９万２，８５６円、運営管理に要する諸費用の合計は１億３，８

８５万５，４８３円で、収支差額は３３６万２，６２７円の赤字決算となっております。 

  事業内容でありますが、施設全体の利用者は２４万８，９１８人で、前年度比４．７％減、

営業収入では１億９，３０５万９，８０３円で、前年度比３．９％の減収となりました。 

  主な原因といたしましては、天候不順によるキャンセルやホッケー場改修工事に係る長期

の閉鎖、さらには、燃料の高騰や電気料金の値上げなど、さまざまな要因によって影響を受

けたところであります。 

  こうした状況のもと、地域に密着した事業運営を掲げ、社員一丸となった経営に努められ

ており、引き続き、安心・安全なサービスの提供に頑張っていただけるものと期待しており

ます。 

  なお、平成２６年度からも、引き続き、５年間の指定管理者として決定したところであり、

平成２６年度の指定管理料は２，０００万円となっております。 

  報告第６号 株式会社丹波情報センターの経営につきましては、総収益は３，３６５万５，

８７９円、運営管理に要する諸費用の合計は３，３１６万９，４８１円で、収支差額は、４

８万６，３９８円の黒字決算となっております。 

  主な事業としましては、京丹波町ケーブルテレビの施設管理業務を受託し、新規引込工事

や移設工事などの工事業務のほか、故障対応業務、幹線・支線及び引込線などの点検業務、

定時告知放送及びお悔やみ放送業務、サブセンター機器の管理、自主放送番組の制作補助、

伝送路関係の申請手続補助などの業務を行っております。 

  収入の主なものは、町からのケーブルテレビ施設管理委託料の３，３２４万円であり、ケ

ーブルテレビ施設の管理において、重要な役割を担っております。 

  報告第７号 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会の経営状況につきましては、

売上総収益は３億７，７８２万８，７８７円、運営管理に要する諸費用の合計は３億７，５

０４万７，００円で、収支差額は２７８万１，７８７円の黒字決算となっております。 

  同協力会は、京都府の指定管理を受け、丹波自然運動公園施設の管理運営全般を行ってお

ります。平成２６年度の総入園者数は５３万５，２２９人で、夏季の台風・豪雨による天候

不良などが大きく影響して、前年度比４．４％の減となりました。 

  安心・安全な施設管理のほか、毎年多彩なイベントを開催するなど、利用者ニーズを的確

につかみ、集客を図るとともに、京丹波・食の祭典や、京都丹波ロードレースの主催団体の

一員として、会場提供のほか運営に携わり、町の活性化の一翼を担っているところでありま
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す。 

  報告第８号 公益財団法人丹波ふるさと振興公社の経営状況につきましては、経常収益は

１，４３１万３，４１８円、経常費用は１，５０６万２，２９０円で、収支差額は７４万８，

８７２円の赤字決算となっております。 

  収入の主なものは、黒大豆、水稲、飼料用イネ、堆肥散布に係る作業等の受託収入で、６

０８万３，６８９円、飼料用イネ栽培受託交付金１９８万２，４００円、町からの運営補助

金４５０万円であります。 

  同公社は、優良農地の保全や、高齢化等に対応した農作業の受託事業、特産丹波黒大豆の

生産量の維持拡大、さらには飼料用イネ栽培の受託事業や直営栽培などにより、地域農業の

振興を図っているところであります。 

  報告第９号 公益財団法人瑞穂農業公社の経営状況につきましては、経常収益は２，７３

２万６，５１８円、経常費用は２，８６９万８，５２５円で、収支差額は、１３７万２，０

０７円の赤字決算となっております。 

  収入の主なものは、受託事業収入７０１万４，５４１円、加工品販売収入２５７万５，６

５７円、水田活用直接支払交付金ほか転作助成金等２２２万９６３円、町からの運営補助金

１，３００万円であります。 

  同公社は、担い手の確保、育成を図り、効率的かつ安定的な農業経営に向けた農地の利用

集積及び流動化の促進、農地管理や農作業の受委託などを推進するとともに、ソバや飼料用

米の栽培を行うなど、地域の農地保全や特性を生かした特産物の育成、加工、販売等を行っ

ております。 

  今後とも、地域農業の中核として、丹波、瑞穂、両公社の一層の充実と経営の健全化を期

待するものであります。 

  報告第１０号 一般財団法人和知ふるさと振興センターの経営状況につきましては、経常

収益は４億９，５７２万８，３４０円、経常経費は４億９，４８２万１７４円で、収支差額

は９０万８，１６６円となり、税引き後の収支差額は８０万６，９２９円の黒字決算となっ

ております。 

  収入の主なものは、営業収入４億１，９００万１，６９０円、農作業受託収入４，５５１

万５，６４６円、農作業受託部運営補助金など３０１万５，１６１円、わち山野草の森をは

じめ、町施設の管理委託料２，６８１万２，３３２円であります。 

  同センターは、特産品等の販売、都市住民との交流、観光レクリエーションを通じた農林

水産業の振興など、幅広い活動を目的に、道の駅「和」、わち山野草の森等の管理運営、農
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作業受託事業等を行っております。 

  また、高齢者買い物支援事業や、同級会等案内代行サービスなども行いまして、町内利用

者の拡充を図っております。今後とも経営の健全化に努め、地域産業の活性化が促進される

ことを期待するものであります。 

  以上、報告とさせていただきます。 

○議長（野口久之君） 以上で報告を終わります。 

  本報告については、明日３日、午前９時から開催の全員協議会において、質疑等の機会を

設けますので、ご了承ください。 

  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

  よって、本日はこれをもって散会します。 

  次の本会議は７日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

  また、１１日からは、決算特別委員会が開催されます。ご苦労さまですが、よろしくお願

いをいたします。 

  この後、議会広報特別委員会が開催されますので、委員の皆さんにはお疲れのところ、大

変ご苦労さまでございますが、よろしくお願いをいたします。 

  ご苦労さまでございました。 

散会 午後 ３時２５分 
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